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２０１９年９月議会 

予算審査特別委員会 
＜歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部＞ 

２０１９・９・２６ 今井光子議員の質問 
＊議会資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 

 

 

 

消費税１０％増税 

所得の低い人ほど負担が大きい消費税は社会福祉の財源

として一番ふさわしくないもの 
 

今井光子議員  １０月から消費税が１０％に上がるという問題ですけれども、これによりまして県の歳入の

見込み、県の支出に関しましても、結局、物品購入とかさまざまな諸事業に関するものが消費税が上がるようなこ

とになっていきますので、その辺の見込み。さらに、その対策に関しても予算をつけておりますので、そのあたり

の見通しがどうなっているのかという点をお尋ねします。 

 

箕輪税務課長答弁  我が国におきましても、少子高齢化の進展を背景といたしまして、社会保障給

付費については、平成２年、約４７兆円でありましたものが約３０年後の平成３０年度予算ベースで約

１２１億円と、２．５倍程度、膨らんでおるところでございます。 

社会保障の財源といたしまして、消費税は働く世代など、特定の者に負担が集中することなく、景気

の影響が少ない安定した財源調達手段としてふさわしいものと理解しておるところでございます。 

我が国の社会保障制度を将来にわたって健全に維持していくために消費税率を引き上げることとなり

ますが、来月の１０月１日から施行ということになります。 

 委員ご質問の、このたびの消費税率の引き上げに伴います県の歳入というところでございます。 

 全体の税率を８％から１０％でございますが、地方分は、そのうち１．７％から２．２％の増と、０．

５％相当分の増となります。それにつきましてのこの消費税率引き上げ分の地方消費税の税収増でござ

いますが、平年度化、いわゆる申告期限の問題もございまして、平準化っていうか、平年度化されるのが

令和の４年、見込まれておりますが、その場合、県としての収入自体が約１００億円の増収と見込んで

おるところでございます。 

 それに対しまして、対策でございます。国におきましても、本年度の政府予算のところで低所得者層

に配慮いたしました軽減税率制度はご案内のとおりでございますが、それのほか、幼児教育無償化など

の措置に加えまして、社会生活、ひいては経済に影響ができるだけ及ぼさないように、総額２兆円を超

える臨時、特別の予算措置、税制による対策など盛り込まれているところでございます。 

これは県全体の話でございますが、県の本年度予算におきましても、市町村が行う地域の消費喚起に

つながる取り組みやインバウンド誘客推進、促進などに対しまして７億円の計上をさせていただいてま

す。消費税率引き上げに伴う地域消費の落ち込みがないような対策を講じておるところでございます。 

特に、先ほど申し上げました中でも、「もっとよくなる奈良県市町村応援補助金」につきましては、一

過性のものとすることなく、継続的にストック効果が残る審査基準とするなど、中長期的な地域の経済

活性化につなげていきたいと考えているところでございます。 

 加えまして、消費税率引き上げにあわせまして、先ほど申し上げました軽減税率制度が導入されると

ころでございます。制度が定着するためには、消費税及び地方消費税の納税者である事業者の皆様の理

解が必須なところと感じております。適正な申告、納税に結びつけていただくためにも事業者などに対

しまして周知はこれからも必要だと感じています。 

制度の円滑な導入及び運用に資するために、税務署等、国とも連携を図りながらこれからも実施して

いきたいと思っています。制度の導入に当たりまして、皆様にも混乱が生じないように周知等を図って

いきたいと考えております。 
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今井光子議員  消費税を社会福祉の財源に充てるという問題では、一番あれですね、所得の低い人ほど税の負

担が重いというのが消費税になっておりますので、社会福祉の財源としては一番ふさわしくないものではないか

と思っております。 

 そして、アメリカでは、今、富裕層の人たちが、もっと富裕層から税金を取れということをアピールをだしてる

という、そういうようなことが言われておりまして、格差と貧困がどんどん拡大し、日本でも高額所得のところの

ため込み金が非常にふえてきている中で、やはりあるところからきちっと税金を集めて、そして全ての人が安心し

て暮らせるようにするというのが、私は税金の大切な仕事ではないかと思っているわけです。 

 最近はポイント還元の、アピールがテレビ見ましても、どれがお得なのかとか、いろんなことを盛んにやってお

りますけれども、結局、来年の６月までの話なんですね。だから、来年の６月までのポイント還元で、今、それの

レジを導入しようとかいろいろ言われております。ある業者の方に話を聞きましたら、それをすると、今まででし

たら現金で収入が入ってきたのが、会社に手数料を６％払わなくてはいけなくなるので、非常に収益としても大き

な痛手になるというようなことも言われておりました。 

 これについて論争してもなかなか一致できるところではありませんので、非常に問題が多く、周知もまだまだ不

徹底で、１０月１日から大混乱が起きる、これは取りやめようという世論も大きくなっているということを申し上

げておきたいと思います。 

 

 

 

教育委員会の予算について 

高取城の整備は教育委員会だったから進まなかったの

か？知事の本会議答弁の真意をただす 
 
 今井光子議員  財政課のほうにお尋ねしますが、知事部局と、それから教育委員会の予算のつけ方、どんなふ

うにしてるのかというのを伺いたいと思います。 

 本会議で知事が山本議員の質問に、高取城の問題を言われておりまして、それで、これまで教育委員会だったか

らなかなかうまく整備が進まなかったと、今度は知事部局になるからどんどん進んでいくんだというような発言

を、知事がされておりましたけれども、知事部局になればなぜそうした整備が進むのかということを私は知りたい

と思っております。 

 ですから、教育委員会の予算をつける場合に、教育委員会からこういう予算をつけてほしいと要望したものを知

事部局が予算化をするのか、それとも、教育委員会からこういうことしてほしいと上げても予算がつかないのか、

大枠がこの範囲でということが決められていて、もう要望も上げられないような状況になっているのか、この予算

の決め方を、どんなふうになってるのかというのをお尋ねをします。 

 

川上財政課長答弁  そもそも教育委員会が予算の編成であったりとか、予算案について議会のほう

に提出をするという権限はありませんで、教育委員会に関する予算案も含みまして、県であれば、知事

が作成をした上で議会に提出をするという法令上規定になっているという状況でございます。 

 予算編成に当たっては、特に教育委員会だからとか、ほかの知事部局だからというところで、要求に

当たっては特に区分というか、基本は同じ取り扱いというか、公平な取り扱いをさせていただいており

ます。 

各部局から、財政当局に要求をいただいて査定をさせていただくというわけなんですけども、どこの

部局という観点というよりも、やはり事業にしっかり着目した上で、事業の必要性であったりとか効果、

それから経費の妥当性であったり、財源面とか、さまざまな検討は必要だということで、経費の区分に

よっていろいろ、性格によって異なるんですけども、さまざまな検討を行っているという状況でござい

ます。 

 知事が本会議で述べられたことについて、その真意というの、済みません、確認はすることはなかな

かなんですけども、もともと教育委員会の法律に基づいて、教育委員会の権限というのが決められてお

ります。その中で、文化財の保護に関するということで、その関係もあって文化財保存課、教育委員会に

あったということなんですけども、今回、法律の改正があって、一定の条例を議会のほうでお認めいた

だいて、知事部局のほうで担当できるという、させていただくということになっております。 

今まで教育委員会のほうの職務権限だったのが、恐らく知事部局のほうに移したということもあって、

知事みずから高取の整備、高取城ですか、の整備についても積極的に頑張っていくんだというような、

そういうような意気込みを多分述べられたんではないかというふうに、私自身としては、今の委員のお

話を聞いてる中では推察をさせていただいたというところでございます。 
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 今井光子議員  教育委員会の関係の予算につきましては、どのようにというのはわかりました。 

 私は奈良高校の耐震化が何でおくれたのかということが、一番の関心になっておりますので、それぞれでまた聞

いていきたいと思っております。それはまた別の場所で聞かせていただきます。 

 

 

 

障害者雇用 

障害のある人もない人もともにいきられる社会へ、障害者

雇用の施策の積極的推進を 
 
 今井光子議員  障害者の雇用に関してですけれども、昨年度、障害者の水増しの問題が発覚をいたしまし

た。障害者の雇用、知事部局では改善をされているのか、この点を伺いたいと思います。 

 それから、これまでも身体障害者を対象といたしました選考試験が行われてまいりましたけれども、令和元年

度から、知的障害者及び精神障害者も対象に加えて、障害者を対象とした選考試験が実施をされます。 

また、受験資格におきましても、これまでは自力によって通勤ができ、介助者なしに通勤の遂行が可能な人、

奈良県内に居住をしている人という要件がございましたけれども、令和元年からはこうした要件も撤廃されると

いうことになります。そのために、ことしの秋からその試験が行われるわけでございますけれども、要件の撤廃

があれば通勤可能な人が合格されるということも可能性はあるわけでございまして、県はそうした場合にどんな

ふうに受け入れを考えているのかというのをお尋ねをしたいと思っております。 

 れいわ新選組の国会議員が介護を受けて国会議員としての活動をするというようなことが国会の中で行われて

いるわけですけれども、そういうような障害者の人が就労するに当たってどういう、今後対策をしていくのかと

いう点を伺いたいと思います。 

 

乾人事課長答弁  障害者雇用の関係について、お話をさせていただきます。 

 まず、知事部局の障害者雇用の状況と、あと今年度から人事委員会のほうの試験のほうで緩和された

ということで、それの受け入れ体制についてのご質問だったかと思ってございます。 

 まず、１点目、障害者雇用の状況についてご説明をさせていただきます。令和元年６月１日時点にお

けます知事部局の状況でございます。これ便宜的に知事部局といいましても、正確には水道局、監査委

員、人事委員、労働委員、収用委員会を含めてご報告を国にしてる関係上、私のほうから知事部局とい

うことで整理をしてご報告をさせていただきます。 

 今年６月１日の障害者雇用率は２．５９％でございました。昨年度の２．８％、これは、今井委員は水

増しという言葉を使われましたけども、水増しというよりも、一部ガイドラインにのっとった算定の仕

方ではなかったので修正をさせていただいて、修正後、国に報告した数字でございますけども、昨年度

が２．８０％でございましたので、昨年に比べまして、ポイント的には０．２１ポイント減少をしてござ

います。してございますけども、法定雇用率でございます２．５％については、昨年同様、本年度も満た

している状況でございます。 

 障害者雇用率が下がった要因といたしまして、今年度の調査から、これまで対象としてございません

でした日々雇用職員についても調査の対象となりまして、いわゆる調査対象者の分母が増加したことに

よりまして、結果的に下がったものでございます。ただ、障害者の実雇用数につきましてですけども、昨

年度は６２人だったものが６８名と、実人員数では６名増加してございます。 

 今お話しさせてもらいましたように、法定雇用率は満たしている状況でございますけども、県といた

しましても障害者雇用の促進が必要と考えてるところでございます。 

今年度、人事委員会におきまして、障害者を対象としました職員選考試験が予定されてございまして、

この受験対象者をこれまでの身体障害者に加えまして、知的及び精神の障害をお持ちの方にも拡大をさ

れたところでございます。また、令和２年度から制度運用が予定されてございます会計年度任用職員の

採用につきましても障害者枠を設けられないかなど、検討をしていきたいと考えてございます。 

 今後も障害者なる人が一人でも多く就労し、働き続けるための一助となるよう、県としても障害のあ

る人が働きやすい環境づくりを進めていきたいと考えてるところでございます。 

 それと関連いたしまして、介助者があれば就労ができるというような方が合格された場合、県として

の受け入れのご質問がありました。人事委員会は今年度、今ちょうど募集をされてございますけども、

実施する、障害者を対象とする奈良県職員選考採用試験におきまして、委員もお述べのように、受験資

格から、自力で通勤ができ、介助者なしに勤務の遂行が可能な人、奈良県内に居住している人との今、要

件が、今年度から撤廃をされたところでございます。これに伴いまして、合格者の中には勤務に介助者

が必要となるケースが考えられるところでございます。採用する際に、受け入れ体制も含めて検討する
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必要が今後出てくるかと考えてるところでございます。 

 まず、検討に当たりまして、全ての合格者の方に仕事に対する適性でありますとか、意欲等を確認す

る意向聴取っていうのを人事課のほうで設けさせてもらってございます。 

その中で具体的に必要となるような配慮の内容を把握するとともに、これまでも県でも知的の障害を

お持ちの方を嘱託職員として採用しておりますノウハウが一定ございます。また、他府県での先行事例、

雇用事例とも踏まえまして、受け入れ体制を個別に検討していくことになろうと考えてございます。 

 繰り返しになりますけども、障害のある人が働きやすい環境づくりなど、障害者雇用の促進に努めて

いきたいと考えてるところでございます。 

 

 今井光子議員  障害者の雇用につきましては、今年はきちっとしたカウントで、雇用されたということで、引

き続いてこうしたことを続けていっていただきたいと思います。 

ことしから奈良県が、介助者があれば就労できるという、そういう方が採用される可能性も出てきたときにはや

はり個別的に検討をしていただきまして、障害のある人もない人もともに生きられる社会をつくるという、そうい

う条例も奈良県でできておりますので、ぜひそうした点では積極的に進めていっていただきたいと思います。 

 

 

 

核兵器の廃絶にむけて 

東アジア地方政府会合で奈良県が地域的特性を生かした

交流で恒久的平和をめざす積極的役割はたそう 
 
 今井光子議員  核兵器の廃絶で、来年、２０２０年はＮＰＴの再検討会議も行われます。核兵器廃絶の世界大

会も今度はニューヨークで行われるというようなことが出されておりまして、奈良県では、全ての自治体が平和市

長会議に参加をしておりますし、非核平和自治体宣言も行っております。 

県議会でも核兵器廃絶を目指す決議を上げたという、全国でも早くこうした取り組みがされている県でござい

ますけれども、２０１７年には核兵器廃絶の決議が国連で上がりまして、世界５０カ国がこれに比準をすれば、そ

の９０日後からこれは実行されていくということで、今２５カ国、この手の問題にいたしましては非常に早い比準

が進んでるというふうに聞いております。 

これについて県は取り組みとか対策とかを何か考えていることがあったらお尋ねしたいと思います。 

 

辻国際課長答弁  これまでの議会でも知事が申し上げているとおり、核兵器の廃絶の実現に向けて、

国際社会の中で我が国がどのような役割を果たしていくのかは外交と防衛の分野での話ではありますが、

県が平和のためにできることについて申し上げますと、地方政府同士の交流などの取り組みであり、地

方政府同士の交流も平和につながる大変有意義なものと考えております。 

本県では、東アジア地方政府会合などの地方政府レベルの交流を積極的に進めております。このよう

な本県が行っている東アジアとの交流は、各国との相互理解の進展や友好的な国民感情の醸成、平和的

な関係の構築につながるものと確信しております。 

 今後も歴史的につながりの深い地域などと地域特性を生かした交流を具体的に継続して実施し、地方

レベルの交流を深め、恒久的な平和を求める機運の醸成に努めていきたいと考えております。 

 

 今井光子議員  本当にこの核兵器の廃絶は大変大事な問題でございます。東アジアの地方政府会議に参加し

ている地方政府でも、まだ平和市長会議に参加していないところもたくさんあるというふうに思っておりますの

で、また機会がありましたら、そんな呼びかけもしていただけたらいいなと思いますが、もしその点でご意見があ

りましたらお尋ねをしたいと思います。 

 

辻国際課長答弁  東アジア地方政府会合については、中国、韓国はじめ、ＡＳＥＡＮ諸国の各地方

政府の代表者が地域の実情や課題を報告し合い、共通する課題の解決に向けた議論を行うことにより、

互いに学び合い、相互理解を深めることであり、当会合の継続開催により、各地方政府間のマルチなコ

ミュニケーションを活性化させ、東アジアの安定的な発展に貢献できるものと考えております。 

 これらの会合の開催等を通じ、引き続き各国との相互理解の進展や友好的な国民感情の醸成、平和的

な関係の構築につなげていきたいと考えております。 

 

 今井光子議員  地方政府会議の関係ですけれども、この間、ベトナムの関係でベトナムの総領事が奈良県の議

会に来られましたときに、奈良県議会で核兵器廃絶の決議を上げた文書を英文化したものをお渡しをさせていた
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だきまして、奈良県の議会はこういうところですという紹介をさせていただきました。 

 奈良県でも国際文化・観光平和県宣言を上げておりますので、またそういう県であるということも機会がありま

したらぜひ紹介をしていただけたらというふうに、これは要望しておきたいと思います。 

 

 

 

女性管理職 

女性管理職登用、いっそう促進を（要望） 
 
 今井光子議員  女性管理職のことにつきましては川口議員のほうからお話がありましたので、私は意見だけ

申し上げますが、やはりひな壇にどれぐらい女性が座っているかというのは一つのその県の民主化のバロメータ

ーにもなるかなと思っておりますので、その点につきましては、今後一層促進をしていきたいという点で、これは

要望しておきたいと思います。 

 

 

 

自衛隊適格者名簿の提供 

管理権限はあくまで市町村。県が市町村に提出をうながす

ことはするな 
 
 今井光子議員  自衛隊の募集の問題について質問したいと思います。 

 自衛隊法に基づきまして、県内の自治体、以前伺いましたときは、県内の１４の自治体が自衛隊に１８歳と２２

歳の若者の名簿、住所、氏名、年齢、性別、この４情報の提供を行っているということで伺っておりますけれども、

本人や、また保護者の同意がない状態でこうした個人情報の提供が行われているというのは非常に問題があるの

ではないかと思っております。 

 県は、７月の３日に自衛隊奈良地方協力本部におきまして、県の防災統括室主催で、市町村を集めての担当者の

会議が開かれております。住民基本台帳の管理は地方自治体の権限に基づくものだと思っておりまして、県が自治

体に要請するような問題ではないと考えておりますが、この点でお考えがあったらお尋ねをしたいと思います。 

 また、いつごろからどれぐらいの名簿が提出をされているのか、また、ほかのところは閲覧しているということ

でございますけれども、そのあたりもわかりましたらお尋ねをしたいと思います。 

 

中西知事公室次長（防災担当、防災統括室長事務取扱）答弁  自衛隊法の第９７条では、都道府県知

事及び市町村長は政令で定めるところによりまして、自衛官または自衛官候補生の募集に関する事務の

一部を行うとございます。また、自衛隊法施行令の１２０条におきまして、防衛大臣は自衛官または自

衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し必要な報告ま

たは資料の提供を求めることができるとございます。これらの規定に基づきまして、自衛隊の要請に対

し各市町村が判断して情報を提供してるものでございます。 

 なお、いつごろからというところに関しましては、ちょっと私ども県では承知をしておりません。ま

た、提供の方法でございますが、紙媒体による提供または名簿の閲覧という形で提供されてると聞いて

おります。 

 

 今井光子議員  名簿の提出、住民基本台帳からになると思いますけれども、住民基本台帳の権限というのは、

管理権限はあくまでも市町村の権限ではないかと私は思っているわけですが、県が市町村に、県を通して市町村に

そうした提出をすることの場を設けてやられているわけですけれども、それはちょっと県がやるということは違

うのではないか。全国ではそうした求めがありましても、一切提供していないという市町村もございます。 

 ７月２５日現在で、日本平和委員会が全ての自治体に呼びかけてアンケートを行いましたところ、１６都道府県

３８４の自治体の回答が来ているわけですけれども、閲覧のみで対応が全体の６３％、提供しているという自治体

は３３％、閲覧を認めていないという自治体は４％というような結果になっておりまして、これは、いや、うちの

ところはやっぱり個人情報、きちっと本人の確認を得ないで出すことはできませんよというような自治体が判断

すれば、それはそれで別に義務ではないというふうに理解してもよろしいんでしょうか、その点をお尋ねしたいと

思います。 
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中西知事公室次長（防災担当、防災統括室長事務取扱）答弁  この問題に対して、あくまで市町村が

それぞれの判断で提供をされる、提供の方法も含めて、市町村が自衛隊の要請により判断されてるとい

うものと解しております。 

 

今井光子議員  自衛隊のほうは市町村の判断ということで、それはわかりました。 

 

 

 

小麦生産を増やし地産地消 

輸入小麦の残留除草剤検出が心配。県産小麦で学校給食

用パンの供給を 
 

 今井光子議員  私は給食の地産地消の問題にずっとこだわっておりますけども、輸入小麦からの除草剤が検

出をされたということで、学校給食のパンの小麦、奈良県の場合にどうなっているのかということを調べましたと

ころ、県産の小麦が１０％、それから収穫前に除草剤が大量に散布されております輸入の小麦、カナダとかアメリ

カのところの小麦から、全国的には禁止されてる分がありますが、カナダ産は５０％以上、残りがアメリカ産の小

麦が、ブレンドして奈良県の給食に使われているということがわかりました。 

除草剤のラウンドアップの成分でございますグリホサートというのは、発がん性とか自閉症などの発達障害の

病気を引き起こす原因などが報告をされているところでございまして、農民連の分析センターでは、日常食べてお

ります市販のパンなどもたくさんの種類からこの除草剤の成分が発見をされております。ただ、国産小麦からは一

切そうした検出はされておりません。 

奈良県の学校給食、今お米は全て県産のお米で賄っておりますが、パンも県産の小麦でできないか、それを学校

給食会に聞きましたら、３３８万トンの小麦があれば全部学校給食の小麦、県産でできるということを伺いまし

た。 

 先日、農福連携ということで勉強会をさせていただいたわけでございますけれども、障害者の方の作業所などで

もよくパンをつくったり、それからクッキーを焼いたりというようなことがございます。私は奈良県で、やはり農

福連携で安全な小麦をつくるというような、そういう取り組みができないかと考えておりますけれども、その点で

ご意見がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。 

 

田中農業水産振興課長答弁  学校給食パン用の小麦ですけども、先生、３３８万トンとおっしゃい

ました。（今井光子議員  ３３８トン。）３８トンですよね。３３８トンが学校給食用のパンに必要だ

ということになりますと、県産の小麦の平均反収、１０アール当たりの収量というのは２１３キログラ

ムなので、全部で１５９ヘクタールぐらいの小麦の作付面積が必要で、現在、小麦の作付というのは１

１０ヘクタールを行き来してるということで、大体４９ヘクタール面積拡大が、奈良県産の小麦を全部

を学校給食に使おうとすれば必要かなというふうに思ってます。 

 その中で課題があるんですけども、１つは品種の問題。それ今、県産の小麦の品種というのは、「ふく

はるか」というのを使っておりますんですけども、これパン用の専用の品種じゃないということで、「ふ

るはるか」１００％でも、パンをつくるが非常に難しい、膨らまないというふうなことになります。 

それとあと、小麦生産につきましては、どちらかいうたら水田の利活用のために米とか大豆とか裏作

として、主に大規模水稲生産者とか集落営農組織が作付しておりまして、といいますのは、小麦生産の

方がなかなか経営できないというところでしておりますということと、あとほ場につきまして、やはり

安定生産につきましては排水のいいほ場で、できたら団地化したほ場が必要になる。そういうところか

ら、県といたしましても、学校給食用のパンに県産小麦、これを利用拡大するというのは地産地消の観

点からも非常に今重要だと思っております。 

１つ、品種につきましては、現在、農業研究開発センターにおきまして本県の気象条件に適したパン

用の品種の選定をしてるところで、品種の決定に向けた現地実証などを推進しているところでございま

す。また、先ほど先生おっしゃいました農福連携の事業を使ってという話ですけども、こういう条件も

ある中で、福祉団体をはじめとして小麦生産をしたいという方々に対しましては、小麦生産に向けた技

術指導を行うほか、国の経営所得安定対策などの交付金の利用につきまして支援させていただきたいと

思ってるところでございます。 

 

今井光子議員  ありがとうございます。ぜひ安全なパンを子どもたちの給食に提供できるように、県としても

力を入れていただきたいと思います。 
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モンキードッグ 

いま、猿による農業被害から農作物を守る「モンキードッ

グ」が注目されている 
 
 今井光子議員  鳥獣被害が各地で起こっておりまして、農業の意欲を失わせておりますが、犬が猿を追い払

う、モンキードッグというのが効果があるというふうに注目をされております。 

一定訓練をした犬が猿を追い払うというような仕組みでございますけれども、奈良県では宇陀とか十津川でこ

れが実践されていると聞いておりますが、モンキードッグになる訓練に費用がかかるということも聞いておりま

す。奈良県としても、こうした効果のあるものをもう少し具体化できないかなと考えているわけでございます。そ

の点についてお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

 

 田中農業水産振興課長答弁  モンキードッグの導入につきまして、先ほどの宇陀とか十津川でして

るというふうなお話がありました。例えば宇陀、名張の地域鳥獣害防止広域対策協議会というところで、

猿の出没の追い払いにモンキードッグを利用して、１８頭に認定してるということなんですが、これは

効果を発揮してますけども、あわせて、追い払いだけではなくて、これ捕獲した猿に発信器をつけまし

て、群れの動向を把握しながら、やっぱり一斉捕獲すると。そういう個体数調整することで被害が大分

軽減されてるというふうに聞いております。 

 この宇陀につきまして、先ほど訓練にお金がかかるとことでありましたけども、宇陀市のモンキード

ッグにつきましては、基本的には誰か来てもらって、講習会の講師を呼ぶということに関しては、その

費用につきましては国の交付金を活用しておると聞いております。 

県としましては、モンキードッグの導入を含めまして、鳥獣被害対策につきましてはやはり地域ぐる

みで、地域の中で取り組むことを基本と考えておりまして、これらの市町村の取り組みに対して、先ほ

ど言いました、犬の訓練に対する国の交付金事業の活用や、あとは捕獲おりですね。例えばＩＣＴの装

置を活用した捕獲おりの貸し出しなど、モンキードッグの育成と猿の捕獲への支援を行っていきたいと

思ってるところでございます。 

 

 今井光子議員  なかなか何が効果があるっていうの難しい中で、一定効果があるということで言われており

ますので、これにつきましても普及していただいたらいいなと思っております。 

 

 

 

奈良高校の仮設木質体育館 

木質ドーム型体育館の使用実績はあるのか 
 
 今井光子議員  奈良高校の木質ドーム型の体育館の問題で、今いろいろと、全員が入れないとか意見がたくさ

ん出ておりますけれども、これは、これまでどこかで使用された実績というのがあるのかどうか、その点を伺いた

いと思います。そして、どれぐらいの木材を使って、それは調達が可能なのかどうか、その点についてもあわせて

お伺いします。 

 

山中奈良の木ブランド課長答弁  平成３０年度の予算で私ども奈良の木を使用したイベント用施設

検討事業の予算をいただきまして、検討を進めてまいりました。その内容は、一部は円形型のドームで

もございます。また、それ以外にも小型のイベント用の施設等の内容も検討を進めております。 

今現在のところ、それらの検討内容を踏まえて、これから実施する予定ではございますが、大型のと

ころについては検討を、今現在、実績がございません。今の発注の合計立方㍍は８４．４６立方㍍が使用

される予定になっております。 

 

 今井光子議員  イベントに実際にはまだ使ったことがないと理解したらよろしいんでしょうか、実践として

は。奈良の木のドームとしては、奈良高校の体育館が初めて使われると理解をしてよろしいんでしょうか。 

 

山中奈良の木ブランド課長答弁  こちらのほうで検討しておりますイベント施設というところと、

先生おっしゃってる仮設体育館の内容につきましては、今のところ私ども内部的に今後検討を進めてい
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くというものでございますので、今現在は使用実績はございません。 

 

今井光子議員  ありがとうございます。 

（了） 
 

 

 

 

 

２０１９年９月議会 

予算審査特別委員会 
＜地域振興部、観光局、水道局、教育委員会＞ 

２０１９・９・２６ 今井光子議員の質問 
＊議会の資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 

 

 

 

奈良高校の仮設木製体育館建設計画 

「知事オーダー」案件をただす。木製仮設体育館はだれの

提案か、決めたのは誰か。知事からの指示はあったのかな

かったのか 
 
今井光子議員  先日の文教くらし委員会のときに、請願者のほうから資料というものが提出をされておりま

した。その中の資料に、メールの記録がございます。これを見ますと、２０１８年の１０月の１０日に１８時１７

分、至急依頼という内容で、体育館の代替施設の検討についてというメールが出されております。 

奈良高校の耐震化問題にかかわり、体育館の代替の仮設施設について、県のイベントで利用、検討している大型

木製テントの利用ができないか検討せよと知事より指示がありました。以下について検討していただき、結果を明

日中に返事をいただくようにお願いします。担当課の方に積算を依頼する都合で、急で申しわけないですがお願い

しますということで書かれておりまして、高さが７．５㍍、横が１５㍍、奥行き２５㍍の大きさになります。高さ、

横は固定になりますが、奥行きは変えることができますという云々書いてある内容なんです。 

 そして、これが１８時６分に送られておりまして、その次に１８時１７分、１１分後にまたメールが出ておりま

す。このメールは学校支援課の当時の高木さんという担当の方から、奈良高校の奥田事務長さんに宛てたメールに

なっておりますが、２つ目のメールは、先ほどの木製テントの話については、校長先生のほうにも、塩見次長より

相談するとのことなので、話をして資料もお渡ししておいていただくようお願いしますという、こういうような中

身のメールがございます。 

 それで、私が聞きたいと思いましたのは、この最初のメールのほうの最後にこうやって書いてあるんですね。「な

お、知事のオーダーなので、結果は良否にかかわらずきっちり理屈を立ててやる必要があるので、ある程度感触が

出たらこちらにご相談願います。私自身は可能性は低いので、できない理屈をきっちり説明すると思います」とい

うふうに書かれております。それで担当者の方が、可能性が低いというふうに、ここに書かれておりまして、その

後、明日、塩見次長が説明に行きますと書いてあるわけですけれども、その次長がどんなふうな説明に行かれたの

か、その点をちょっとお聞かせをいただきたいなと思っております。 

 

塩見教育次長（企画管理室長事務取扱）答弁  今、今井委員からメールの件でご質問がございまし

た。私から奈良高校の校長先生に、仮設体育館のことで連絡はありますので資料を渡しておいてくださ

いという内容と、それから、私が奈良高校の校長先生のほうへ説明を、行きますという内容だったと思

いますけども、私が校長先生に連絡したかどうかっていうのは全く覚えておりませんし、それから奈良

高校に行ったっていうことは、恐らくないと思います。 
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今井光子議員  そうしましたら、このメールは事実ではないことがあるということ。というふうなことなんで

しょうか。それで、知事からそういう依頼があったという、こういうふうに書いてあるわけですけれども、その点

についてはどうなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

中西学校支援課長答弁  当時のそのメールの指示の件でございます。担当に指示をしたのは私でご

ざいます。実はこの木製の仮設の施設については、農林部で検討されていると私は聞き及んでおりまし

て、そのことは農林部のほうに、担当課のほうに、どんなものかというのを聞きに行きました。その資料

をもらって、教育委員会内で検討するために、一応学校のほうにどんなものかということを確認させよ

うということで指示をしたものでございます。 

ただ、そのことにつきまして、当然農林部のほうでも検討されてることなので、ということで、知事も

ご承知のことだと思って、私、知事の名前をちょっと軽率にも使ってしまったというのが事実でござい

ます。そのことがひとり歩きしてしまって、実際に私、知事から指示もいただいてませんで、そのことが

知事からの指示だということで、ひとり歩きしてしまったなという考えでございます。 

 

今井光子議員  知事から直接指示を得ていないけれども、農林部が検討しているので、知事から指示が出てい

るというふうに、勝手に知事の名前を使ったと、今答弁されたと思いますが、そういうことでしょうか。 

 

中西学校支援課長答弁  そのような言い方で指示をしてしまいました。 

 

今井光子議員  こういう形で、担当が勝手に知事の名前を使うというようなことっていうのは、よく庁舎内で

いろいろあるようなことなんでしょうか。そこは誰に聞いたらいいんでしょう。 

 

塩見教育次長（企画管理室長事務取扱）答弁  知事から直接指示があれば、もちろんそういうこと

は当然あるかもしれませんけども、知事から直接指示がない場合に思い込んで、簡易に知事からの指示

だと思うというようなニュアンスで指示を出すことは、ままではないですけども、あってもおかしくな

いかなという気はします。 

 

今井光子議員  ちょっとね、組織がどうなってるかよくわかりませんけれども、やっぱり知事の指示というの

は、それなりに私は重いものがあると思うんです。ですから、この資料を提出しました人たちも、知事が指示をし

たからみんなが入れない施設だけれども、どんどん話が進んでいったんじゃないかというふうに、皆さんそんな理

解をされてるわけです。そういう勝手に知事の名前を使って、そういうことをやるというのは、副知事、ちょっと

どんなふうに考えてるのかお尋ねしたいと思います。 

 

村田副知事答弁  ご指名でございますので、お答えいたしますけど、私ども知事部局であれば、知

事からご指示をいただき、それに基づいて仕事をするというのは通例のことだと、私自身は認識をして

おります。ただ本来、教育委員会は教育委員会でございますんで、知事の指揮下にあって指示を受けて

行動すべきものではないと、基本的にですね。いうところございますので、恐らく今、塩見次長が言いた

かったのは、そういうふうに思ってしまったということがあったという事実ではないかと思います。 

私が回答すると、知事部局であれば、知事からの指示というのは当然あり得ることだろうとしか申し

上げようがないのではないかと思います。 

 

今井光子議員  教育長は、教育委員会の責任者として、こういうやりとりがあったということは、どんなふう

にお考えでしょうか。 

 

吉田教育長答弁  知事からの指示は、もちろん私にもございませんでしたし、ああいう形で課長が

思いを伝えたっていうことに関しては、非常に残念なことだと思っております。 

これは正直言いまして焦っておりました、我々は。物すごく焦っておったんです。なぜか言いますと

使用停止、０．３未満の体育館、それから校舎は使用停止に即刻せよと、８月に上がってきた、すぐに使

用停止をして、そしてどうするのかっていうことを、そのときに考えなければならなかった。基本的に

使用停止にしたものを復元するっていう作業はできるのか、それは完全に奈良高校を全ての校舎も建て

かえる、体育館も建てかえるということになるわけですから、その方向性も我々持ってなかった、もと

もと。ですから、０．３未満のものを使用停止にする、使用停止にするためには仮設をどのようにすれば

いいか、校舎に関しては、先生方からは仮設校舎を建てればいいじゃないかというご意見はいただきま

した。でも体育館に関しては、我々仮設の体育館を建てなければならないけれども、それがどのような

大きさのもので、そしてどのような材質で、どれぐらい期間がかかるのか、私は県のお金を使わせてい

ただくわけですから、再利用できるもののほうがいいとは思ってました。 
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ですから、校舎も再利用できるように木造の仮設校舎を建てられないかっていうことも課長には指示

を出したりしておりました。 

ただ、コストの面、期間の面、それから大きさの面で、これは断念せざるを得ない。体育館に関して

は、木造のそういったノウハウがあるということを聞きましたので、それに対して仮設体育館を建てる

方向で意思決定をしたのは私ですんで、最高責任者の私がこういった判断をしておりますし、知事から

の指示というのが一切なかったということは、この場で申し上げますし、木造の仮設体育館がベターで

あるというふうに判断をいたしました。 

 

今井光子議員  言うてみましたら、ここのところから、私は大分話が変わってしまったんじゃないかなと思っ

てるわけですね。ですから、本当にこれは大変な責任の重いことではないかと思います。またこれは最後のときに

質問させていただきたいと思っております。それから、そうしたら知事は、この木質の体育館にするということの

話は一切知事のとこには伝わっていないということなんでしょうか。 

 

中西学校支援課長答弁  この木質の体育館にするということについては、私、直接知事には説明の

ほうは申し上げておりません。ただ、予算要求の中で、こういったものをということで上げさせていた

だいておりますので、それは承認いただいたという理解はしております。 

 

今井光子議員  そしたら、予算要求を見る中で、知事は知ったということで、知事からということではないと

いうことなんですね。 

 

中西学校支援課長答弁  はい、そのとおりでございます。 

 

 

仮設木製体育館では必要な広さが確保できない、十分な

温度調節ができないなど「教育施設」として適合してい

ない 
 
今井光子議員  もう少し具体的に聞いていきたいと思いますが、このもともとの広さが言われておりました

のが、広さが途中で大き目のものに変わってきております。それはどういうことで、こんなふうに変更をされたの

か。 

それからまた２億円という予算がついておりましたけれども、広さが変わることで追加予算の問題は生じてい

ないのか、それからテント型ということでございますけれども、このために、先ほど体育館が暑いというお話があ

りましたが、温度調節はできるのかなど、その点をお尋ねしたいと思います。 

 

中西学校支援課長答弁  当初、農林部からお聞きしたものというのは６００平方㍍程度のものでご

ざいましたので、それを当初は考えておりましたけども、いろいろ保護者の皆様方に説明する中で、こ

れは狭いじゃないかというような意見もございました。 

設置に関しては設置する場所のスペースの関係もございまして、おのずから制限はございましたけど

も、その中で精いっぱいの大きさになるように、できるだけ広く面積をとれるようにということで、そ

ういった面積にさせていただいております。内装の面積で６９０平方㍍程度まで大きくはさせていただ

いてます。これに伴います面積は今後６９０平方㍍にさせていただいての設計でございますけど、実際

に設計させていただいたところでは、予算内に納まるというようなところでございましたので、途中で

設計を変更して、２億円を超えていくというような状況にはなってございません。 

 

今井光子議員  予算の中に、これが予算範囲でいけるということの説明をいただきました。テント型というこ

とで、そのあたりの構造的なものはどんなふうになってるでしょうか。 

 

中西学校支援課長答弁  テントと申しますのは、通常のいろんなイベントで使うようなテントの材

質ではございませんで、外壁材といたしましては、これは中空ハニカムポリカーボネートパネルという

ことで、非常に軽くて高い耐熱性で構成を持つ樹脂素材でございます。こういったものを使わせていた

だくということでございます。 

 

今井光子議員  このポリカーボネートというのをネットで調べましたら、駐車場の屋根などに使われるよう

なものが出てきたんですけれども、温室みたいになるんじゃないかという、そんな心配もあるんですけれども、そ
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の点はどんなふうに考えておられますか。 

 

中西学校支援課長答弁  この素材は遮熱効果もあると聞いてございます。 

 

今井光子議員  この一連の問題、本当に言いだしたら切りがないんですけれども、びっくりしましたのは、や

はりこういう勝手に名前を使って、知事が言ったというようなことがやりとりされていたということは、やっぱり

教育委員会としてこれをやはり子どもたちにきちっと真実を伝える、教えるというそういう立場からすれば、これ

は大問題ではないかなと思っております。 

 

 

「部活に支障」子どもたちの訴えは知事に届いているか 
 
今井光子議員  子どもたちのほうから、今のところでは仮設体育館では部活もできないとか、それから今のと

ころを耐震補強をしてもらえれば、もっといろいろ使えるという切実な意見が上げられてまいりまして、ちょうど

教育長に共産党として申し入れをしたときに、それが上げられていたときだったと思うんですけれども、私はそれ

は当然知事にも渡っているんだろうなと思いまして、知事部局にもそれが行ってますかということで確認をさせ

ていただいたんですが、それはどうも届いていたのか、いなかったのかよくわからないんです。 

非常に現場の子どもたちの切実な声ということで、私はぜひ聞いといてほしかったなと思ってるんですが、それ

は届けられたのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

吉田教育長答弁  私のほうからは届けておりません。この一連の体育館、それから仮設校舎の件は、

我々当初は部分補強をさせていただいて、体育館も校舎もでございます。部分的に０．３未満のところ

を完全に０．７以上にするっていうのは耐震化で、これはできない話でありますけれども、部分補強し

ながら体育館、校舎の活用というものを当初考えておりましたけれども、それはやはり０．３未満の校

舎や体育館に子どもを入れていくっていうことは、子どもの安全、命を最優先に考えてないんではない

かというふうに、私どもも耐震に対する私の認識が甘かったという形で述べさせていただきましたけれ

ども、やはり使用停止にすべきだっていう判断をしたわけですから、今、子どもたちがそういった部分

補強で使わせてほしいっていう声もありますけれども、当時０．３未満の体育館に授業で入ることすら

やはり怖いんだっていうふうな子どもの意見もありましたんで、やはり使用停止にして、そして仮設を

つくったということは、やっぱり私どもにとってはベターだと思っております。 

 

今井光子議員  この０．３未満ということですけれども、全てのところが０．３未満ではないというふうに認

識をしているわけです。そして、そこが補強されれば、１階、２階がありますので、２０００平方㍍の広さが確保

できるということで、今子どもたちが体育館が使えないという状況の中で、倉庫もない、そんな中で体育の城内高

校に行っている子どもたちも、もう本当に重い荷物を毎日持って、それで通わなきゃいけないというような状態な

ども起こっているわけでございます。 

本当に総合的に見て、私は子どもたちが願っていることをどうやってやれば願いかなえられるかという、そうい

う立場で考えてほしいなという、これは意見を申し上げておきます。知事のほうにも、また私はお伺いをしたいと

思っております。 

 

 

 

なら歴史芸術文化村構想 

構想検討委員会の会議１１回開催されたなかで１０回が

東京開催なのは、何故？文化財修復など奈良でいろんなこ

とをやってこられた方々の意見はどう反映し、今後の運営

に盛り込まれていくのか 
 

 今井光子議員  なら歴史芸術文化村構想検討委員会のことでお尋ねをしたいと思います。文化芸術家村の会

議が、この間１１回開かれておりまして、その間１０回東京で開かれております。集まってこられるメンバーの皆

さんは、それぞれいろいろな役割を果たされているお忙しい方だということはわかりますけれども、奈良県がこれ

までこうした歴史文化という部分で築き上げてまいりました、そうした奈良県の体制をさらに発展させるという
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意味で、この文化芸術家村というのが、私は位置づけられてきているのではないかと思っているわけですけれど

も、新しい建物ができれば当然物珍しさもありますので、人は集まってくると思います。だけど、それがどこまで

維持できるかということは、どういうふうにそれを運営していくかによって変わってくると思うんです。 

それを今のそうそうたる皆さんが考えているだけで、最初だけつくって、あとはどうなるのかわからないという

ことでは大変心もとない気がしますので、それにつきましては、奈良県で本当にいろんなことでやってこられまし

た、そういう人たちの力をかりて、今後どんな中身にしていくかということは具体的に考えていく必要があるので

はないかというふうに思っておりますけれども、その点についてはどのようにお考えになってるのかお尋ねをし

たいと思います。 

 

三原なら歴史芸術文化村整備推進室長答弁  今、委員のほうからご紹介がありましたなら歴史芸術

文化村の構想と検討委員会というのがございます。委員がご紹介いただきましたとおり、これまで１１

回の会議を開催しておりまして、各委員の先生方が各分野で全国的にご活動されてる方、またその拠点

が東京都であるということから、各１１回のうち１０回は東京都のほうでの開催をさせていただいてお

ります。ちなみに、あと１回は実際に現地を見ていただくとの内容がございましたので、奈良のほうで

の開催でございます。 

 また、今後の運営とこの検討委員会の関係でございますけども、実は昨日、警察委員会のほうで部長

のほうからご報告申し上げましたが、先月、８月２８日に１１回目の検討委員会がございました。そこ

での一つの議事といたしまして、なら歴史芸術文化村の今後の運営体制案についてということで、今現

在の検討状況をお示しさせていただいたところでございます。 

まずは歴史芸術文化村の中に県としてしっかりとマネジメントできる組織というのを今後検討してい

きたい、また、県庁のセクションにおきましては、制作につきまして文化行政以外、多岐にわたりますの

で、プロジェクトチームというものを立ち上げて、文化村と連携をさせていただいて進めていく、そこ

に外部からより実践的な意見をいただく組織といたしまして、コミッションという組織を検討していき

たいということご提示させていただいたところでございます。 

 当然このコミッションという組織ですが、今後の運営、中長期にわたるものでございますので、東京

都を中心に議論をされるということでなくて、より実践的な立場でいろいろとご意見をいただくという

ことで、こちらのほうは奈良の中心に会議等を運営するというイメージを私は持っております。 

また、これまで歴史芸術文化村の構想、あるいは基本計画ということで数々のご意見をいただきまし

た。現委員の皆様におかれましては、今後顧問というお立場で、それぞれお忙しいとは存じますけども、

機会に応じまして大所高所からご意見をいただければということで、今現在そのような形の体制案を考

えているところでございます。 

 

今井光子議員  内容を充実をさせるということで、いろいろプロジェクトチームなども検討されているとい

うことでございますので、本当に奈良県で活躍をされ、ずっと積み上げてこられましたそうした方々との知恵をか

りて、一層いいものにしていってほしいなと思います。 

特に私は若い人たちに、奈良でもこんなことができるんだと、奈良おもしろいと思ってもらえるようなものにし

てほしいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

万葉文化館 

せまい駐車場対策、どうすすめる 
 
今井光子議員  万葉文化館ですけれども、ことし、令和ということで大変脚光を浴びまして、入館者もふえた

と聞いておりますけれども、先日お話聞きましたら、イベントなどやったときに駐車場が大変狭いということでご

ざいまして、もう少し駐車場がどこか拡大できればという、そんなことなどもございましたので、この駐車場があ

いてるときは使ってくださいという善意に頼るだけはなく、もう少し駐車場として位置づけられるような位置づ

けで確保ができたらいいなと思っておりますので、その点についてお考えがありましたらお尋ねします。 

 

酒元文化資源活用課長答弁  万葉文化館の駐車場のご質問でございます。万葉文化館の駐車場は普

通車が１０７台、大型バス７台のスペースを持っているところでございます。 

休日の人気講座や有名人の講演会の時間帯におきましては満車となり、館の駐車場のみで対応できな

い日もございます。現在、万葉文化館では満車時におきましては、委員もお述べのとおり、近隣の住民さ

んに提供をいただいてる臨時の駐車スペースは４０台ほどございますけれども、そこを活用させていた
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だくとともに、さらにそれでも入れない場合については、近隣の駐車場、多少遠うございますけれども、

そのあたりに誘導するようなことで対応をしております。 

万葉文化館の立地します明日香村という土地の性格上、むやみに駐車スペースを拡大して開発すると

いうことも困難かと思っております。 

今後も引き続き、先ほども申しました臨時の駐車スペースにつきましては、お話し合いをしながら引

き続き確保をさせていただくようなすべをするとともに、明日香村さんが交通手段ということで周遊バ

ス、本数には限りあるんですけれども、交通対策ということでやっていただいております。 

万葉文化館の西口のところにもバス停もございまので、その発着の時間に合わせてイベント等のお帰

りなり、来場なりしていただけるような仕組みや、またその発着時間等をチラシ、ホームページでもわ

かりやすく紹介して、公共交通機関の利用促進も図っていきたいと考えておるところでございます。 

 

 今井光子議員  いろいろ駐車場には、ご苦労されていると思います。イベントのときに、「かめバス」に合わ

せたようなこともするというような工夫をされていただいておりますけれども、そうした本当に明日香を訪れた

人たちが車とめるところもないということがないように、そうしたことについては十分に確保していただきたい

と思っております。 

 

 

 

橿原考古学研究所 

新所長さんが就任されたけれど 
 
今井光子議員  橿原考古学研究所のことですけれども、菅谷所長さんが引退をされまして、間もなく病気でお

亡くなりになりました。その後、県の山下地域振興部長が所長を兼務をされておりました。 

私は橿原考古学研究所という本当に我が国の中でも、この考古学の分野で本当に研究では第一人というような、

そういうところの所長さんというのはやはり研究者のような方が望ましいのではないかというふうに思っており

ましたところ、元文化庁の長官をされておりました青柳さんが就任されるということを伺いましたので、ご挨拶に

行ってまいりました。ところが行きましたときはご不在でございまして、余り来られていないということを伺った

んですけれども、実際どのような勤務実態になっているのか、その点についてお尋ねをます。 

 

 酒元文化資源活用課長答弁  青柳所長につきましては、雇用条件といたしましては、特に日数の定

めはなく、不定期の勤務の非常勤嘱託職員ということで、８月１日にご就任いただいたところでござい

ます。 

勤務実態は、８月５日に橿原考古学研究所に初出勤していただき、当日は発掘の成果が上がっており

ました飛鳥京跡苑の現場視察のほか、研究所での打ち合わせを職員としたところでございます。 

その後、研究所職員が東京に行った折、また電話、メール等で橿考研の状況を報告するとともに、調査

研究にかかわります諸問題につきまして、ご相談やご助言をいただいてるところでございます。 

また８月２８日に、東京で当課が実施しました大英博物館の奈良の仏像海外展示の記者発表会、この

場にもご出席をいただいたところでございます。このように、青柳所長におかれましては広い視野に立

脚した全般的な指揮をとっていただき、東京などで国内外に向けての情報発信、行催事への参加を通じ

まして、橿考研の存在を、先生もおっしゃっていただきましたが、橿考研の存在を積極的にアピールし

ていただきたいと考えているところでございます。 

 

 今井光子議員  橿考研の青柳所長さんは、実際にそうしたら就任されてから奈良に来ていただいたのは８月

１日のこの１日だけということなんですね。 

今、メールとかいろいろある時代ですけれども、やはり現地にいないと何というか、体感できないとか、そうい

う空気とか、特に考古学の研究所というところでございますので、そういうものというのがあると思うんです。 

ですから、奈良県がどういうことを期待して、青柳さんに所長をお願いしたのかなという、そういうようなこと

と今の状況があっているのかどうか、そうしたところもちょっと感じているところでございます。知事が任命され

ておりますので、またこれについては知事にお尋ねしたいと思っております。 
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県域水道一体化 

「２０２４年に事業統合」の計画変更をただす 
 

 今井光子議員  水道広域化のことでお尋ねしたいと思います。水道広域化ビジョンについてですけれども、当

初のスケジュールでは、２０１９年に一体化推進協議会が発足しまして、２０２０年に一体化に関する覚書、２０

２６年に経営統合されるというふうに、最初は伺っておりましたが、県の資料によりますと、統合に向けた考え方

の整理ということで、２０２０年に協議会準備室と覚書締結となっております。そして、２０２４年ぐらいには事

業統合されるというふうになっておりますが、これまでの計画が変更になったのか、それはどうしてこういうふう

な変更になったのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。それから、事業統合と経営統合というのは、ど

こがどう違うのかということを教えていただきたいと思っております。 

 幾つかの案が出されておりますけれども、水道料金は当面奈良市と同等にして、将来は値上げが避けられないと

いうふうに出ておりますが、その将来というのはいつぐらいのことを想定をしておられるのか、またこの広域化に

つきまして、市町村からどんな意見が寄せられているのか、そうしたことについてお伺いをしたいと思います。 

 

西岡水道局業務課長答弁  今現在、県域水道一体化検討会におきまして、市町村と一緒に一体化の

進め方について議論を行っているところです。その議論の中で、市町村のほうからいろんな進め方につ

きまして、統合に向けたいろんな進め方につきまして、意見をいただいておりまして、ただいまその意

見を踏まえて全体の進め方を検討しているところでございます。 

 それで、経営統合と事業統合の大きな違いと申しますのは、経営統合では、一つの事業体として、いわ

ゆる企業団が複数の水道事業を個別に経営するという状態でございます。一方、事業統合というのは、

一つの企業団が一つになった水道事業を経営するという状態でございます。このような違いがあるとい

うことでございます。それと……。（今井光子議員  値上げ。奈良市の値上げが。）済みません。ただい

ま財政シミュレーションを行って、今後の料金の推移についても検討を行っているところでございます。

それで、将来にわたって施設の更新や、それから施設の更新の費用が増大しますので、現状の料金を維

持することが困難であるということは明らかなんですが、どのくらい上昇していくのかということにつ

きまして、ただいま現状分析を行って、シミュレーションを行っておりますので、まだその結果を見な

いと、例えば１０年後に値上げしなければならないのかとか、２０年後に値上げしなければならないと

かというのはわからない状況でございます。とりあえず財政シミュレーションを行いまして、一体化の

効果検証もしまして、市町村と一緒に一体化の方向を検討しているという状況でございます。 

 

今井光子議員  シミュレーションっていうのは、どこで検討してるのか、その点を１点、お尋ねしたいと思い

ます。 

 

西岡水道局業務課長答弁  県のほうで委託業務としてやっております。それを市町村のほうに意見

を求めまして、この検討会で議論を行っているところでございます。 

（了） 

 

 

 

 

 

 

２０１９年９月議会 

予算審査特別委員会 
＜南部東部振興、県土マネジメント部、まちづくり推進局＞ 

２０１９・９・２７ 今井光子議員の質問 
＊議会資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 
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登大路バスターミナル 

調整池による洪水調整はどうなっているのか 
 

今井光子議員  私も大雨が降りましたときに、県庁の職員さんも外にもう出られないような、そんなひどい状

況で、帰り車で帰ったんですけれども、何か海の中を走っているような感じで車で帰ったという記憶がございま

す。 

バスターミナルだけのせいではないと思いますけれども、バスターミナルをつくるときに排水対策、例えば、前

でしたら３０００平方㍍以上だったら遊水地が必要だと。今は１０００平方㍍ということに基準変わりましたけ

れども、あそこをつくる場合のそうした貯水槽なり、そうしたものは設置されているのかどうかというのを１点お

伺いしたいと思います。 

 

竹田奈良公園室長答弁  バスターミナルの排水のことについてお伺いがありました。そこにつきま

しては、奈良公園バスターミナルでは、敷地内に降る雨は全て敷地内の地下に設けた調整池で洪水調整

を行う計画としております。これは基準に基づいたものですので、これによって、実際は大宮通りでは

なくて、県庁の本庁舎と分庁舎の間の道路に排水するような計画になっておりますので、今回の現場に

つきましても、大宮通りに流れてるような様子はなかったものでございます。特にバスターミナルの影

響というのはなかったのかなというふうには考えてございます。 

 

 

春日大社、興福寺の駐車場の受け入れ停止の見通しをた

だす 
 
今井光子議員  春日大社と興福寺の駐車場が１０、１１月に使えないというお話でしたけれども、すぐにお正

月とかが参りますが、ずっと使えないということなのか、このときだけのことなのか、そのあたりの見通しがどう

なのかをお尋ねをしたいというふうに思います。 

 

 竹田奈良公園室長答弁  春日大社、興福寺の対応についてでございます。１０月、１１月の土日・祝

日に観光バスの受け入れということを発表されましたけれども、今現時点では、この時期だけというふ

うに聞いておりますけれども、今後、この結果を受けて、どういうふうな運用が一番奈良にとっていい

のかというのも協議をしていきたいというふうには考えております。 

 

 

料金設定・予約のシステム変更だけでなく、「使ってよ

かった」「また来たい」と思う施設でないとリピーター

増は見込めない 
 

今井光子議員  やっぱり料金の、予約をして料金設定するという、使うほうにとりましたら大変使いにくいシ

ステムになってるかなというふうに思うんですけれども、例えば無料にするとか、先ほどお話ありましたけれど

も、とにかくあそこを使ってもらうということを優先に考える、そういうような仕組みを考える必要があるんじゃ

ないかなというふうに思っております。あそこに何台かとまっているバスと、それから高畑に行くバスと、下三橋

に行くバスと、そちらの、どういう場合はどこに行くのかという、ちょっとその辺の仕組みも教えていただきたい

と思います。 

 

 竹田奈良公園室長答弁  予約制にすることによって使いにくいんではないかというような話がござ

いましたけれども、ここにつきましては、大仏殿前の駐車場のかねてからの問題があって、事前の予約

制、事前の入金制というふうにさせていただきました。ただ若干、そういう声も聞いてました。それか

ら、今回の土日・祝日の観光バスの受け入れ、春日大社さんと興福寺さんがされるということも受けま

して、当日の予約を実験的にやってみて、それがうまくいくようであれば、今後、改善の方向で検討した

いということでございます。それが使いにくいということについての回答でございます。 

 それから、無料にしたらどうかということでございますけども、これは周辺の春日大社、それから興

福寺のバスの料金のこともございます。周辺との料金のバランスということもございますし、それから
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無料にすると、そこにいっときに集中するということもございますので、そのあたりについては、今の

現状の値段設定がふさわしいのかなと考えてございます。 

 高畑駐車場と、それから上三橋の駐車場の振り分けのことについてでございます。現状は１．５時間

で、それを境にして、上三橋、高畑と振り分けておりましたので、少し高畑の割合が少なかったこともあ

ろうかと思いますので、そこを改善いたしまして、今回、オペレーションの改善をしたというところで

ございます。 

 

 

上三橋のバスプールに運転手さんの休憩所を。すぐに改

善を 
 
今井光子議員  郡山のところに行ったバスのほうではトイレもないと。仮設トイレしか置いてないというこ

とで、バスの運転手さんが長時間そこで待機をするに当たりましては、大変、環境というか、休憩をとるという環

境が非常に悪い状況になっておりますので、やっぱりそこでいるんだったらトイレぐらいは整備する必要はあり

ますし、食事をとろうと思っても、どっか周辺まで行かないと食事もとれないというようなことでは、なかなか使

い勝手、奈良ってやっぱりいいとこだなっていうふうにはならない。新聞の記事見たら、全国でこんなやり方して

るところはないんだみたいな、観光バスの運転手さんというのは奈良の観光を全国に広げてもらえるような役割

を果たしてもらえる重要な方々ではないかと思いますが、その方が本当にひどいなと思うようなやり方をやっぱ

り改善しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っておりますので、その点につきまして、どんなお考えな

のかをお尋ねしたいと思います。 

 

竹田奈良公園室長答弁  トイレの問題につきましては、仮設のトイレしかないということでござい

ます。使い勝手が少し悪いという声も聞いておりますけれども、今後どういう改善ができるのか少し検

討を深めていきたいというふうに思っております。ただ、使い勝手の話もありましたので、まず、高畑に

利用のほうを拡大して、これから上三橋の扱いについても、休憩所の問題についても検討を深めていき

たいというふうに思ってございます。 

 

 

建設費４５億円、維持費３億円／年。見通しをただす 
 
今井光子議員  このバスターミナルにつきましては、建設費４５億円、それから維持費が年間３億円というふ

うに伺っておりますけれども、この維持費というのはどれぐらいの収入の見込み、何に支出を見込んでいるのか、

その辺のちょっと、３億円の内訳わかりましたら教えていただきたいと思います。 

 

竹田奈良公園室長答弁  施設の運営についてでございます。運営費というものでございますけれど

も、中の案内業務、それから安全管理業務、それから清掃業務といったところで、そういう施設を考えて

おります。 

 

今井光子議員  案内、安全、清掃で委託費という意味ですか、３億円というのは。（竹田奈良公園室長答弁  

そのとおり、委託費でございます。） 

そしたら、収益の見込みというのはどんなふうにお考えなんでしょうか。 

 

竹田奈良公園室長答弁  施設の収益という意味で質問をいただいたんでしょうか。施設につきまし

ては店舗の使用料の収入ということでございます。バスターミナルにつきましては施設の運営と交通運

営、２つございますので、施設の運営という意味では店舗の収入というところでございます。 

 

今井光子議員  交通運営のほうはどれぐらい見込んでますのでしょう。 

 

竹田奈良公園室長答弁  昨年から準備費、それから、ことし、来年と、３年契約で交通運営につきま

しては運営費を計上しております。そこにつきましては正確な数字ではないですけれども、２億円強の

数字であったかと思います。ちょっと今、手元に数字を持ち合わせておりませんけれども、その程度の

支出というふうに考えてございます。 

 

今井光子議員  そうしましたら、また資料のほうをよろしくお願いしたいと思います。 
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竹田奈良公園室長答弁  わかりました。運営費の中身については提供させていただきます。 

 

 

 

大宮通り新ホテル・交流拠点事業 

コンベンションセンターの駐車場台数４００台では周辺

交通渋滞緩和には役立たない。さらなる交通対策の検討を 
 
 今井光子議員  大宮通りのホテルが大分建ってきまして、かなり大きいホテルだなという感じがするんです

が、皆さんから寄せられております声は、もしホテルがオープンして、あそこの一連のレセプションホールとかが

オープンしたときに車はどうなるんだろうと、渋滞が起きて、また行きにくくなるんじゃないかという声を聞いて

おります。 

もう少しホテルが奥に、道路との間にもう少し空間があいていれば、そこに取り込みレーンなどをつくって、そ

ちらに行く車を回すということも可能だったかなと思うんですが、それにしてはもういっぱいいっぱいまでホテ

ルが来ておりますので、それはちょっと難しいのかなという気がしておりますが、あそこの駐車場、どれぐらい確

保をして、来年の春ということですけれども、どんなふうにこの車の問題を考えているのか、その点についてお伺

いしたいと思います。 

 

山口大宮通り新ホテル・交流拠点事業室長答弁  今、今井委員のほうからご質問がございました、

まず２点ございます。駐車場のキャパシティーのことでございますけれども、奈良県コンベンションセ

ンターの駐車場でございますけれども、地下３３０台、地上７０台を確保しておりまして、全体で４０

０台を確保しております。加えてホテル、ＪＷマリオットでございますけれども、ＪＷマリオットのほ

うでも地下に駐車場を確保されるというふうに聞いております。 

 あと、周辺の渋滞対策でございますけれども、奈良県コンベンションセンターでございますけれども、

奈良の東西の幹線道路でございます、大宮通りと三条通りに挟まれまして交通の利便性の高い好立地で

ございますけれども、特に春と秋の観光シーズンには周辺道路が交通量が多いというふうには認識をし

ております。 

 周辺の交通計画につきましては、関係機関と協議を行いまして、事業地の南西側にございます三条通

の３差路の交差点を奈良県コンベンションセンターへのメーンの進入路というふうに考えまして、案内

サイン等で誘導する計画といたしております。そして、そこから南北に新たに県道を整備いたしまして、

施設利用の自動車交通の円滑な処理を行うことで、周辺道路への影響を極力少なくするように期待でき

るというふうに考えております。 

 さらに、当該地でございますけれども、当該地を訪れられる自動車交通量を抑える交通施策の一つと

ございまして、県の施設でございますので、奈良県コンベンションセンターにつきましては、基本的に

公共交通機関の利用をＰＲしていくことにしておりまして、空港リムジンバスやぐるっとバス、路線バ

スによるアクセス向上を図るため、現在、関係者と協議調整を行っているところでございます。 

 これらのことから、現状と比べまして交通状況は悪化しないものというふうに考えておりますけれど

も、開業後におきまして、本施設の駐車場を利用する車の状況や、特にイベント終了時の新設県道、大宮

道路、三条道路の交通状況などを注視いたしまして、施設管理者でありますＰＦＩ事業者やその他の関

係者と連携いたしまして、周辺道路にできるだけ悪影響を及ぼさないよう努めていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０ 

 

２０１９年９月議会 

予算審査特別委員会 
＜福祉祉医療部、医療・介護保険局・医療政策局、こども・女性局＞ 

２０１９・９・２７ 今井光子議員の質問 
＊議会資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 

 

 

 

 

結婚応援団 

何歳でも、結婚を希望する人が出会える場に 
 
今井光子議員  ５０歳代になってもなかなか結婚しないで、ひとりでいるとか、そういうようなことが非常に

親御さんにとりましてはすごいストレスというか、負担になってるというか、そういうような相談がありまして、

私は、いや、奈良県は結婚応援団があるから、登録をしといたらいろいろ案内来ますよって紹介したことがあるん

ですけれども、５０歳代は登録対象ではないって言われたことがあるんですが、今、この結婚応援団っていうのは

何歳ぐらいの人が登録できるようになってるのか、ちょっとその点をお尋ねしたいなと思います。 

 

戸毛女性活躍推進課長答弁  結婚応援団は、現在は登録制度ではありませんので、各６０団体ほど

各地にいらっしゃる団体さんのイベントで年代を設定されたりはしております。 

ただ、若者支援という位置づけで今やらせていただいてますので、確かに２０歳代の女性のところに

５０歳代の男性が来るというところが、レストランなどされてるところでしたらちょっとそこが合わな

いというところで、２０歳代、３０歳代に限るっていうようなこととか４０歳代までとかいうような年

代にちょっと偏ってしまうというところはあると思いますが、５０歳代以上というところを積極的に県

として勧めてるというよりは、若者支援という位置づけではやらせていただいています。 

 

今井光子議員  前もそういうようなお話だったんですけれども、先ほども４０歳代で子どもができる人たち

がふえてるとか、だんだん上がってきてると思うんです、年齢が。ですから、もう少し幅を持って、若者支援とい

うふうにはならないかもしれないんですけれども、結婚希望する人が出会えるような場を検討しても、保証しても

らえたらなということでお願いをしておきたいと思います。 

 

 

 

リハセンの交通アクセス 

初診に間に合わない始発、最終便は午後４時半と早いなど

「希望に沿う」改善が求められています 
 
 今井光子議員  リハビリテーションセンターの交通アクセスが悪いということで問題がございまして、最初

の診察に間に合わないとか、八木から出てるバスが終わりの時間は４時半になったらもう最後だとか、そんなご意

見も伺っております。このリハビリテーションセンターのこうした交通アクセスの問題についてどんなふうにお

考えになってるのか、その点をお尋ねをしたいというふうに思っております。 

 

増田病院マネジメント課長答弁  現在、総合リハビリテーションセンターと大和八木駅間の無料送

迎バスを平日おおむね１時間に１便程度運行しております。８時３５分の始発に乗りますと、受け付け

開始時間には間に合いませんが、診療開始時間であります９時に到着することができるように運行して

おります。送迎バスの運行につきましては、ことしの７月に来院された方のアンケートを実施しまして、

そのニーズの把握に努めております。このアンケートの結果を踏まえまして、利用者の方の利便性が少
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しでも向上するように、送迎バスの運行について検討を進めてまいりたいと思っております。 

 

今井光子議員  アンケートしていただいて、ニーズ把握していただいてるということですので、できるだけ希

望に沿うようによろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

生活保護のしおり 

もう一度、奈良県の「生活保護のしおり」の見直し・改善

を 
 
 今井光子議員  生活保護の関係で質問をしたいと思ってるんですけれども、今、非常に貧困がふえているとい

う状況がありまして、厚生労働省の平成２８年の国民生活基礎調査では、人口の１５．６％、６．４人に１人が相

対的な貧困というような数値が出ております。 

子どもの貧困も７人に１人というような数字が上がっておりまして、賃金でいいますと、１９９７年のときが一

番賃金高い時期でしたけれども、現在はそれから比べましたら年収で６０万円ぐらい下がっているという状況で

す。また、雇用形態も、３０年前は正職員が圧倒的でしたが、今は非正規雇用が４割、奈良県も非正規雇用率、高

い県だというふうに思っております。 

また、奈良県の場合は、国民年金の受給率が全国一ということで、厚生年金と国民年金でいいますと金額が大分

下がるという状況がありますし、女性の就労率が全国ワーストワンというのが奈良県、ずっと言われてきてること

ですけれども、そのことが結局、将来の年金に反映されていきますので、私の周りでも、ご主人が亡くなった後、

女性が１人残されて、本当に大変だというようなお話などもよく聞いております。 

そういう中で、生活保護の基準よりも低い状態であるのに生活保護受けてないという人がかなりおりまして、捕

捉率でいいましたら２割程度というふうに全国的な数値では聞いております。 

 こういうような背景があります中で、小田原の生活保護のことがいっとき話題になりました。小田原では、生活

保護の支給が停止されたという男性が小田原の市役所の職員を切りつけるという、そんな事件があったことをき

っかけにいたしまして、「なめんなよ」というようなことをジャンパーに書いて、保護者のところを訪問してたと

いうようなことがありまして、それがかなり話題になりました。 

そのときに、その市長さんがもう一度生活保護のあり方を検討したいということで、学識経験者の方とか市の職

員とか実際に生活保護を利用したことのある、そうした方をメンバーに加えまして、全て公開の討論会などであり

方を考えていくという取り組みをされました。 

そして、これまで生活保護受給者と言ってたのから生活保護の利用者というふうに考え方を変えていっており

まして、職員をふやす、また、申請から決定までの時間を短くする、生活保護のしおりを見直す、そしてできるだ

け自立できるようにという、そういう支援をしていくということで、非常に大きな変化が生まれております。 

ここの職員の方が全国大会でこの報告をしまして大変感動を呼んだというようなことがあるわけですけれども、

これが小田原がつくった生活保護のしおりです。奈良県のもカラーですけれども、これは奈良県の生活保護のしお

りなんです。 

どこが大きく違うかといいますと、小田原の場合は、まず、生活に困ったら相談してくださいっていうのが先に

出てます。意思があれば誰でも申請できますということがありまして、申請をしたらいろんな調査がありますとい

う制度の説明に入っているんですけれども、奈良県の生活保護のしおりは、生活保護はどういうものかという大枠

がありまして、その次に出てくるのが、まず、次のことを行ってくださいということで、家族で働くことができる

人は働いて、収入を得るように努めてください、親、兄弟などの扶養義務者からの援助は受けるように努めてくだ

さい、資産は生活の維持のために活用してください、各種年金手当など、ほかの制度の給付を受けることができる

場合は受けるように手続をしてください。これは生活保護のシステムですので当然のことなんですが、最初にここ

が来てしまうと、困った人が相談に行くという、そういうような生活保護の本来のところから外れてしまうんじゃ

ないかなというふうに思っておりまして、もう一度この生活保護のしおりのあり方を奈良県としても、本当に困っ

た方が困ったら相談にまず行くと。それで対象にならないかもしれないけれども、そのときは相談に乗ってもらっ

て、別の制度を紹介してもらうなり、何らかのことができるような、そういう意味では私はこのしおりをちょっと

見直し、改善してもらうことができないかなということを考えているわけですけれども、その点でどんなふうにお

考えかお尋ねをしたいと思います。 

 

元田地域福祉課長答弁  生活保護制度について説明するための「生活保護のしおり」につきまして

は、全国統一でつくられているものではなく、各福祉事務所において、必要に応じて作成されているも

のでございます。奈良県の作成しておりますこの生活保護のしおりにつきましては、主に中和福祉事務
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所、吉野福祉事務所において、以下のような場合に活用することを念頭に作成させていただいておりま

す。 

１つ目としましては、申請の意思を示した方に対して、生活保護制度を説明する場合に使う。あるい

は、２つ目としまして、生活保護の受給が決定された方に対しまして、生活保護制度における権利や義

務についての説明をする場合に活用する。３つ目ですけども、生活保護受給中の方に対しまして、改め

て権利や義務について説明をする場合に活用するというような形で活用させていただいております。委

員お述べのように、小田原市など、生活保護制度を利用する前の段階で一般的に広く制度を周知する趣

旨、こういったものを盛り込んだ生活保護のしおりというのもございますいうことで、そういった場合、

制度周知の観点からそういったものを有効と考えますので、私どもとしましても、今後の改定のタイミ

ング等で検討をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 

今井光子議員  ぜひ検討していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

公立・公的医療機関等対応方針 

現場、地域の人たちの意見、地域のニーズを十分に考えて、

一方的にしてはいけない 
 
 今井光子議員  これはちょっと通告してなかったんですけれども、けさの新聞見ましたら、昨日、厚生労働省

が第２４回の地域医療構想に関するワーキンググループがそれぞれの都道府県のベッドとか病院の削減をもう一

回考えてはどうかという、そういうようなリストを発表をしております。奈良県はどのような状況になっていて、

こうした問題、どんなふうに考えたらいいのか、もしわかりましたらお尋ねしたいと思います。 

 

通山地域医療連携課長答弁  まず、国のほうでこのようなことをいたしました経緯でございますけ

れども、国では、これまで平成２９年度、３０年度の２年間を集中的な検討期間としまして、公立・公的

医療機関等においては地域の民間医療機関では担うことのできない医療機能に重点化するように医療機

能を見直し、これを達成するため、再編統合の議論を進めるように求めてまいりました。平成３０年度

末までに全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針が地域医療構想調整会議で合意されるよ

う取り組みを推進し、これまでのところ、全国で９割を超える公立・公的の医療機関等の対応方針が合

意されてまいりました。 

 一方で、合意された対応方針では、高度急性期、急性期病床の削減っていうのは数％にとどまりまし

て、急性期からの転換が進まず、全国トータルの病床数が横ばいであることから、合意内容が真に地域

医療構想の実現に沿ったものになっていないのではないかという国の問題意識から、今回の再検証の要

請になってございます。全国で４２４病院が名指しをされ、本県でも５病院が名指しをされました。国

としましては、何を求めてるかというと、地域医療構想調整会議に対しまして、構想区域の医療機関の

診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえつつ、医師の働き方改革の方向性も加味して、医療機関の

ダウンサイジング、機能の分化、連携、集約化、機能転換、連携等の検討を求め、改めて地域で合意をす

るように要請をするというものでございます。 

 なお、再編統合という言葉が前面に出てきておりますが、厚労省の資料を確認していきますと、再編

統合というのは病院の統廃合だけを意味するのではなくて、医療機能の分化、連携、機能の集約化、ダウ

ンサイジング、医療機能の転換を含める広い概念であると明記されてございます。 

 次に、県の対応の方針でございますが、昨年度の県の地域医療構想調整会議では、南和地域を除く全

ての医療圏において、引き続き医療機能の見直しを検討することとの意見をつけて具体的対応方針が合

意されるに至ってございます。本県においては、平成２９年度より少子高齢化に伴う将来の医療需要の

変化に対応できますよう、重症な救急や高度医療を担う断らない病院と超高齢社会の地域包括ケアシス

テムを支える面倒見のいい病院という２つの目標を示して、関係者との協議を通じて医療機関の機能分

化、連携を促進してきたところでございます。こうしたことから、県としては、昨日の厚労省の公表結果

も踏まえながら、病院の統廃合ありきで考えるのではなく、地域のニーズに合わせた、より適切な医療

を提供することができるように、医療圏ごとの地域医療構想調整会議の協議を通じて、医療機関の機能

の分化、連携を促してまいりたいと考えてございます。 

 

今井光子議員  ありがとうございます。この奈良県の５つの医療機関というのが、ちょっと私も調べました

ら、済生会の奈良と中和と御所とが上がっております。それから、奈良県総合リハビリテーションセンター、それ
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から吉野病院が上げられておりまして、私は先ほどリハビリテーションセンターのこととか質問したんですけれ

ども、子どもの発達の診断の問題とか、そういう意味ではリハビリテーションセンターは奈良県でも本当に貴重な

ところでございますので、こうした問題をやっぱり議論するには本当に現場の人たち、地元のニーズ、そうしたも

のを十分に考えて、一方的にはしないでいただきたいということを要望しておきたいと思っております。 

 

 

 

西和医療センターのあり方検討 

災害救援の中心的施設「西和医療センター」の洪水ハザー

ド・王寺町への移転は再検討を 
 
 今井光子議員  西和医療センターの今、あり方をこれから検討するということになっておりますけれども、ど

のような状況になっているのか、わかる範囲で結構でございます、お聞かせいただけたらと思います。 

 

増田病院マネジメント課長答弁  西和医療センターのあり方につきましては、今年度を初年度とし

ます県立病院機構の第２期中期目標、中期計画におきまして、西和医療センターのあり方の検討を行う

こととしております。具体的には、県と病院機構が連携しまして、西和地域におけます今後の医療需要

の見通しや昨年５月に開院いたしました県の総合医療センターをはじめとするほかの医療機関との連携

や役割分担を検討することとしております。ということで、今、検討している最中でございます。 

 

今井光子議員  西和医療センターにつきましては、王寺町、すぐ近くになっておりますけれども、私は、心配

しますのは、王寺町が大変な水害に見舞われました。今の消防署も川のすぐ横にあるので大丈夫かなという心配を

してるんですけれども、やはりいざというときに中心になっていく、そういうような病院ということになると思い

ますので、そうした設置場所などにつきましても、そうした問題も考えながら検討をしていただきたいなというふ

うに思っておりますので、それはご意見を申し上げておきたいと思います。 

 

 

 

旧奈良病院跡地（平松町）の医療要望にしっかり応えてほ

しい（要望） 

 

 今井光子議員  これは要望ですけれども、奈良病院の跡地、平松町のところの問題でございます。奈良

県でも特別委員会を県議会で設置をいたしまして、病院を核としたまちづくりというような特別委員会をつ

くってやってきたわけですけれども、最近の状況を見ますと、何かその辺がちょっと頓挫をしているような

印象を受けております。 

担当課とお話ししましたときには今ちょっといろいろ状況をお互いに調整してるような状況だというふ

うに聞きましたので、詳しいことはお尋ねしませんけれども、やはり地元のほうで強い、跡地の医療に対す

る要望がありますので、それは前向きに進めていっていただきたいということをお願いをしておきたいと思

います。 

（了） 
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２０１９年９月議会 

予算審査特別委員会 
＜くらし創造部、景観・環境局、警察本部＞ 

２０１９・９・３０ 今井光子議員の質問 
＊議会資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 

 

 

 

 

 

指定管理制度 

一般論として指定管理制度の目的をただす 
 

今井光子議員  私もきょうの担当部局以外のところで、あ、これ言っとかないと最終日の採決のときに何も

言わずにというわけにはいかないので、ちょっと触れておきたいと思いますけども。今回の予算の中に、奈良の

食と農の魅力創造大学校のオーベルジュの指定管理の問題が出ております。平成２年から平成６年までの５年

間、指定管理を引き続いて株式会社ひらまつに行わせるために、１億９２００万円の債務負担行為が出ているわ

けでございます。 

このオーベルジュのほうはフードクリエイティブ学科の学生さんの実践の場に使われている、こういうような

位置づけのものだというふうに思っておりますが、この学校のほうが２０名の定員に対しまして、アグリメント

のほうは２０人超す状況がありますけれども、このフードのほうがこの間一度も２０人いっぱいになったことが

ないという状況が続いてきております。そこにまた引き続いて５年間を委託をするというようなことが今回の議

案ですけれども、本当に県が指定管理をするその目的というのはどうなのかなということをお尋ねをしたいなと

いうふうに思っております。 

 この学校ができますときに、私も経済労働の委員会させていただいておりましたけれども、当時、和食が世界

遺産になったという、そういうときに、何で奈良県でフランス料理の高級なものをしなきゃいけないのかという

ような意見を言わせていただいたことがあるんですが、果たしてここの経営というのがうまくいってるのかな

と。先日もお昼を一度食べに行こうと思いまして行ったんですが、ランチですから３５００円ぐらいで食べられ

るかなと思って行きましたら、一番安いので５０００円ということで、ちょっとドリンクを飲んでお支払いする

ときには、サービス料が入っておりますので、結局７０００円、ランチで払って食事をしたんですけれども。確

かにいろいろ工夫したり、お料理そのものはそうしたおいしいものをいただいたんですが、また来ようかなとい

うふうにはなかなかならなかったというのが私の率直な思いなんですが。このあたりの経営の状況などはちゃん

と県のほうに報告されるようになっているのか、そうしたことなどわかりましたらお尋ねをしたいなと思ってお

ります。 

＊＊ 

今井光子議員  先ほどの質問の中で、指定管理の目的というのをこのオーベルジュに限らなくても、その辺

がわかればちょっとお尋ね、お聞かせいただきたいんですが。総務部長かな。 

 

末光総務部長答弁  指定管理制度についての一般論としてお答えさせていただきます。 

 さまざまな施設管理等の運営管理等に当たっては、県の直営でやることも考えられるところでありま

すけれども、特に民間のノウハウを活用したことがその事業の執行により適切である場合、あるいは、

県の持っている財産等のより効果的、効率的な運用に資する場合などが考えられる場合には、指定管理

という方法も一つの選択肢としてとっていると、そういう状況かと思います。 

 

今井光子議員  ありがとうございます。指定管理のことでは、民間のほうが活用したほうが適切だというこ

とで指定管理をお願いするというご答弁であったというふうに思いますが。指定管理をしたところの収支報告と

いうのか、経営報告というのは県のほうに上がるという仕組みになってますんでしょうか。 

 

末光総務部長答弁  これも一般に県のほうで指定管理制度、どういうふうに運用しているかという
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ことでございますけれども、管理を委託した業者のほうからは定期的に報告は上がるというふうなこと

で運営しております。 

 

今井光子議員  そうしましたら、詳しいことはまた担当のところにお伺いしたいと思っております。 

 

 

 

道路整備基本計画 

通学路の歩道対策は優先的整備を（要望） 
 

 今井光子議員  奈良県の道路整備基本計画ですけれども、寄せられておりますのは、歩道が危険だとか、歩

道がないとか、そういう話がいっぱいあるんですか、この中では通学路の歩道対策が優先になっておりまして、

この計画に乗らないところはなかなか進められていないというような状況の中で、大和北道路を一旦、知事はし

ないと言っておりましたのが、またここに復活をしてるというような状況がありますので、ちょっとこの計画は

問題かなという、これは意見を申し上げておきたいと思います。 

 

 

 

ＬＧＢＴパートナーシップ制度 

誰もが、安心して暮らせるなと思える奈良県に 
 
 今井光子議員  ＬＧＢＴのパートナー制度のことで質問したいと思います。 

 本当にＬＧＢＴという言葉、全く前は知らなかったんですけれども、最近よく耳にするようになってまいりま

した。同性愛者、レズビアン、それから男性の同性愛者、ゲイ、それから両性愛者でバイセクシュアル、そして

性別越境、性別違和のトランスジェンダーのそれぞれ頭文字をとって名づけられているというＬＧＢＴという言

い方が最近一般的になっております。果たしてこうした方がどれぐらいいるかということで、ちょっと調べて私

もちょっと驚いたんですけれども、ＬＧＢＴの総合研究所が２０１６年に実施いたしましたマーケット調査によ

りますと、８％というデータが出ております。これは左ききの人とかＡＢ型の血液の人よりも多い割合に当たる

というようなことでございまして、２０１７年の３月に政府はいじめ防止対策方針の改定を行いまして、ＬＧＢ

Ｔ制度の保護の項目というのが初めて盛り込まれております。これに先立って、教職員向けにＬＧＢＴへの生徒

の対応を書いた手引きなども発行をしておりますけれども、実際にはいまだにＬＧＢＴに対する差別とかいじめ

があるというのが現状です。 

 また、両性カップルと同等の権利が法的に保証されていないという、ここも課題となっております。この問題

では、東京都の渋谷区議会で２０１５年に両性カップルに対して結婚に準じる関係を認めるパートナーシップ証

明の発行が可決をされました。これを皮切りに、幾つかの市町村で実施されるようになっております。いずれも

条例や要綱の実施で、法的な拘束力はありません。県レベルでは茨城県が初めてこの同性のカップルを互いの人

生のパートナーとして誓ったという制度を、公的制度を来年の１月から導入をするということになりました。 

 これによってどういうふうなことになるかといいますと、例えば県営住宅に入るときに、原則として家族でな

いと入居できないという場合に入居が認められたり、それから、県立病院などで本人にかわって同性のパートナ

ーが手術に同意をすることができるとか、そうした差別や偏見にかかわる問題でもございます。奈良県でも恐ら

く表面には出ていなくても、こうしたことで困っておられたり悩んでおられる方がいらっしゃるのではないかと

いうふうに考えておりますけれども、この問題で県はどんなふうに考えているのか、また、奈良県内の自治体で

こうしたパートナー制度を導入している実態があるのかどうか、その点をお尋ねをしたいと思います。 

 

矢冨人権施策課長答弁  ＬＧＢＴにつきましては、ＬＧＢＴの方に対します県民の理解を深めまし

て、差別や偏見が解消されるような取り組み、これを進めるということは大変重要なものでございまし

て、もとより尊重されるべき基本的人権と認識しておるとこでございます。このため、ＬＧＢＴの方の

理解が促進されるということで、取り組みといたしまして、講演会の開催でございますとか、本年７月

から１２月、１２回シーズンなんですけども、開催しております人権パートナー養成講座、これでカリ

キュラムの一つにＬＧＢＴをテーマといたしまして、また１０月には開催しております、なら・ヒュー

マンフェスティバル、この機会を活用いたしまして、今年度につきましては性的マイノリティーと人権

というテーマでパネル展示や啓発冊子の配布というものを行う予定としております。また、毎年４月の

人権を確かめ合う日の前後に県及び市町村がそれぞれの職員を対象に人権をテーマとした学習会を開催
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しておるんですが、今年度、県では当事者団体の代表者を講師に招きまして、性的少数者の視点から社

会や人権について考えるということをテーマといたしまして、職員のＬＧＢＴへの理解促進に努めてい

るところでございます。さらに当事者の相談に適切に対応できますように、国、県、市町村、ＮＰＯ等

の相談機関、１１７機関の加盟をしておるんですが、その、なら人権相談ネットワーク、この相談員を

対象に今年度は９月１０日にＬＧＢＴに関します知識と理解を深めるための研修会を開催したとこでご

ざいます。今後ともいろんな機会を捉えまして啓発に努めまして、当事者の立場に立った施策に取り組

んでいきたいというふうには考えてます。 

 次に、パートナーシップの導入でございますが、令和元年の９月時点でパートナーシップ制度を導入

している自治体といいますのは、先ほどお話ありました東京都の渋谷区をはじめ、全国２４自治体とい

うふうになっております。都道府県ではお話しいただきましたように、都道府県が全国に先駆けて導入

したということでございます。 

 茨城県の制度につきましては、委員お話ありましたように、県営住宅の入居の申請でありますとか、

医療機関関係での家族や親戚と同様の扱いを受けることが可能ということになっております。もうご案

内のとおりでございますが、現在の法律では同性の結婚というのは認められておりません。ですので、

先行しております各自治体のパートナーシップ制度の運用の状況をしっかり見て考えていかなければな

らないと認識しております。茨城県や各自治体のパートナーシップ制度の実施状況、まずしっかり情報

入手しながら、現在、継続審議となっております性的指向、または性自認を理由とする差別の解消の推

進に関する法律案でございますとか、あと、同性婚を制度化するための民法の改正、これら整備の動

向、国の動きも踏まえまして、パートナーシップ制度についてまずは当事者団体などから意見交換を行

いながら、ちょっと研究を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 

 今井光子議員  ＬＧＢＴのほうでは、今後よく研究をしていただくということですので、ぜひ奈良県として

も本当に行きにくいと思っていらっしゃる方々が、奈良県だったらちょっとは安心して暮らせるなと思えるよう

に考えていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 

 

 

 

若者の県外流出 

最低賃金の周辺府県との格差拡大の抑制など県の若者県

内定住対策推進が求められている 
 

 今井光子議員  若者の流出の問題で、先日の高校生議会でも高田商業高校の生徒さんがこのことを話題にし

ておりました。全国的には都市部を除いたら全国一、若者の流出が多いという、そうしたことに警告を発してお

りました。高校問題の請願も出ておりましたけれども、今、４０００人の子どもたちが県外の高校に通っている

というような状況です。 

大学生は県内の大学で奈良県の学生さんがどれぐらいか、ちょっとそこはまだ調べておりませんけれども、県

立大学で伺いましたら、大体１０人から２０人ぐらいだというようなお話を聞いております。また、県内の就労

のほうでいいますと、最低賃金も少しずつ上がってはまいりましたけれども、今回も大阪との格差、奈良県が７

８６円が８１１円になりました。大阪は９０９円が９３６円になりました。結局、従来１２３円の格差でしたが

１２５円と広がっておりまして、最低賃金が見直されるたびに大阪との格差がどんどんと広がっているというの

が現状です。県はこうした現状をどんなふうに考えて、若者の流出を防ぐためにどういうことを進めようと考え

ておられるのか、その点についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

 

荻田委員長  今井委員から質問ございました最低賃金、特に大阪との格差、これについてはちょっ

とこの中ではお答えできないと思うんです、理事者の方の中で。だから、これは意見として、また今

度、反対討論か何かのところに入れていただくなり、対応していただければと思います。 

 

 今井光子議員  先ほど私が提起しましたのは、最低賃金のこともそうなんですけれども、奈良県の若者が流

出をしてるということに対して、県のほうはこの問題どんなふうに考えて、どんなふうにこれを対策を考えよう

としてるのか、ちょっとそのあたりのご意見があったらお尋ねしたいなと思ったんですけれども。 

 

村井副知事答弁  私が全般的なお答えができるかどうかわかりませんけれども、若者の流出の問

題、これは全国的な問題だと思います。例えば、ふるさと知事ネットワークというのが比較的、地方の

県の集まりの会合がございますけれども、皆さんそれぞれにおっしゃいます。それで、その間で取り合
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いになってても、これは余り実は意味がないのかなという気はみんなしておるわけでありますけれど

も、いろんな要素があると思いますけど。例えば就職のとき、あるいは進学のとき、そういうとき各県

によってどこで減るかというのはそれぞれ特性があるように思っております。そういう分析も含めまし

て、地方創生の計画等々の中でもいろいろ検討を加えていってみたいというふうには考えております。 

 

 

 

消えかかった道路の白線 

横断歩道や停止線など白線の点検をただす 
 

 今井光子議員  道路の白線の関係です。横断歩道とか一旦停車とか、非常に見えにくい場所が結構ありま

す。以前だったら、この前新しく引いてもらったのにもうこんなふうに消えてしまってるというのがよく最近感

じるんですけれども、そうしたところが非常にふえてきておりまして、こうした夜間とか雨降りのときなどは特

に見えにくいということがございます。こうした横断歩道や停止線などの点検などはどんなふうにされているの

か、そのことをお尋ねしたいと思います。 

 

森本生活安全部長答弁  横断歩道、それから、また、停止線なんかの白線、これが見えにくいとい

うことで、これの点検、補修状況ということでございます。 

 警察のほうが担当しております横断歩道、それから一時停止の停止線、これらでございますけれど

も、これは交通安全施設の点検ということで、交通安全施設管理要綱というのを県警のほうで定めまし

て、毎月１日を交通安全施設の一斉点検日ということで指定をしまして、点検を行っております。それ

からまた、日常の街頭活動を通じた点検、これも当然、実施をしております。それから、また、教育委

員会とかそれから道路管理者との通学園路における合同点検、これも実施をしておるところです。 

 補修についてでありますけれども、こうした点検結果のほか、地域住民の方からの要望、それから、

また、道路管理者からの連携を受けた各警察署からの補修上申に基づいて、必要性、緊急性の高いとこ

ろから順次、保証を実施をしておるところであります。県警察といたしましては、今後も点検等により

まして補修が必要な横断補導等の把握に努めるとともに、通学路等にある横断歩道等については優先的

に補修を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 

 今井光子議員  今の白線のことなんですけれども、白線が消えるという話をいたしますと、縦のラインです

か、横のラインですかというふうに問い合わせが参りまして、車線のところは道路管理者のほうになるし、警察

のほうでしたら一旦停止とか横断歩道が管理になるという、そのような区分けになってるということなんです

が、県民のほうはよくその辺わからないので、とにかく白線が消えたという話が来るんですけれども。ちょっと

伺いましたら、それぞれにラインを引いてるところに業者に委託をしてるんだということなんです。 

だから、一定の区域で両方とも消えてるというときに、道路側は道路側のほうで業者委託、警察のほうは警察

のほうで委託というのは、私は効率も悪いし、予算的にももう少し安いコストで抑えよう思うたら一体で考えた

ほうがやりやすいんじゃないかなという、そんな感想を持ちましたので、どんなふうにいけるかよくわかりませ

んけれども、その点は意見を申し上げておきたいなと思っております。 

 

 

 

青少年健全育成条例改正 

青少年の犯罪状況、不良行為の発生状況をただす 
 
 今井光子議員  青少年健全育成条例が今議会にかかっております。奈良県における青少年の犯罪や補導、そ

うした現状はどんなふうになっているのか、その点をお尋ねしたいと思います。 

 

森本生活安全部長答弁  今井委員から少年犯罪の状況等についてのお尋ねがありましたので、お答

えさせていただきます。 

 県内における過去５年の不良行為少年の補導人員の推移につきましては、平成２６年が３３５１人、

平成２７年が３３３６人、平成２８年が２７３３人と減少し、平成２９年は２９５４人と増加しました

が、平成３０年は２０２９人と再び減少しております。本年の８月末現在における補導人員は１５０２

人で、前年同期に比べまして９６人、率にしまして６．８％増加となっております。対応別では、多く
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を占めているのが喫煙の７２９人で、次いで深夜徘回の６２５人となっており、これら両行為で全体の

約９０％を占めております。このように平成２６年以降の補導人員につきましては、年々総じて減少傾

向にはあります。 

 県警察としましては、引き続き非行の入り口となるような不良行為の段階での早期発見、早期指導を

目指し、関係機関、団体等との連携と協力のもと、街頭補導活動の強化や非行防止教室を開催するなど

の諸対策を推進しまして、次代を担う少年の非行防止と健全育成に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

（了） 
 

 

 

 

 

 

２０１９年９月議会 

予算審査特別委員会 
＜総括＞ 

２０１９・９・３０ 今井光子議員の質問 
＊議会資料から作成したもので公式の会議録ではありません 

日本共産党奈良県会議員団 

 

 

 

知事への総括質疑 
 

 

奈良高校（仮設）木質体育館 

知事の指示なのか。公開されたメールの内容をただす 
 

今井光子議員  先日の予算委員会のときに、奈良高校の体育館の問題で１０月１０日にメールが送られてい

たということを私が取り上げまして、そのメールには知事の指示が出ているということがございましたので、どん

な指示が出ていたのかということを問い合わせをいたしましたら、実際は知事の指示ではなかったと、知事の指示

があったというふうに思って自分で勝手に書いたんだというような、そんなご発言がありましてちょっとびっく

りしたんですけれども、知事はこの奈良高校の体育館に関しまして、県のほうでずっと奈良の木ブランド課のほう

で奈良の木を使うといういろいろな計画が進んでいたわけですが、こうしたものを使えというような指示をされ

たことがあるのかどうか、その点をお一つお尋ねをしたいと思っております。 

 

荒井知事答弁  そういえば本会議でも奈良市に指示をしたんじゃないかっていうご質問が、別の共

産党の先生からありました。これも指示ではありませんでしたが、指示は地方自治法違反だよとこうい

うふうに決めつけられておっしゃってましたけれども、指示であれば違反だけどもというふうに元知事

の学者さんが書かれてるだけであります。 

指示かどうかっていうのは問題であろうかということは、その本会議でも答弁いたしました。ここで

も指示かどうか、きょうの質問のほうがやわらかいご質問で、指示かどうかっていうことをまずご本人

でそう思ったかどうかというお聞き方でございますので、お答えしやすいと思いますけれども、まず、

もちろん指示だというふうに自己認識はしておりません。 

そのように、指示だと言われたというメールが出てるっていうことをこの今井先生のご質問の際に、

思えばきょう見てびっくりした次第でございます。その状況、組み立て式の木造建築ができますよとい

う場面を、ちょっと正確じゃないかもしれませんが、そういうことはありますよということは職員に言

っておりました。その経緯をちょっと、自分の記憶だけなのでちょっと相前後したり間違ってるかもし
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れませんが、教育委員会からの報告で、Ｉｓが０．３未満というのは危ないから使用停止にしますとい

うふうな報告がありました。使用停止にするという報告でございますので、これは、そうですかという

ことで、では、その後どうするんですかということで、ほかのところで使うか、そこで仮設を建てますよ

というような話を報告されたような記憶があります。 

仮設を建てられるんだったら、もう一度使えるような木組みの建物を、今、県で開発、設計までしまし

たよ、まだそれがいつ建つかわからないけど、設計までの予算をこの議会で認めていただいて設計まで

の予算をつくってますよというところまでは私の知ってる限りであったと思います。そのような経緯で

ありますので、内容も、その高校の体育館の規模も知らないところで指示というのが、これが使えるよ

使えという、規模も知らないのに指示ができるわけがないというふうにも思っております。 

 

今井光子議員  県のほうで奈良の木を使って木組みのものをというのは、県の予算のほうにも出ておりまし

たし、皆様のお手元に資料をお配りさせていただいておりますが、奈良の木を使用した仮設施設検討進捗状況とい

うことで、平成３０年の７月、奈良の木ブランド課がつくっている資料がございます。これですね、この資料です

ね。これを見ますと、間口が１５、奥行きが２５、高さ７．５ということで、用途としては３００人ぐらいの着席

で飲食ができる、そうした、例えばならオクトーバーフェストとか、コンサート形式では６００人程度で、使用例

は奈良公園、それから平城宮跡でのコンサートというような、こうしたことを県のほうが……。行ってないですか、

知事のとこに。 

 見ました、ああ、そうですか。そういうものが検討されてるというのがこちらのほうに出ております。ですから、

この時点では体育館というのは想定をしてる話では全くなかったんじゃないかなということは理解できるわけで

す。その後、このメールのところでいいますと、メールを送った方は無理だと思うというご意見を書いているんで

すけれども、支援課長のほうは、また知事の指示なのでちゃんと説明ができるようにというようなことも添えてメ

ールが送られているというようなことがございました。そして、この大きさの問題で、その後言われておりました

のが、農林部で検討されてると聞いたので、そのことをどんなものかということを聞きに行って資料をもらいまし

たということなので、恐らくこの資料のことを言っとられたのかなというふうに思うわけでございます。 

 ただ、このメールの問題につきましては、ことしの９月の文教くらし委員会にも請願が出ておりまして、山村議

員も全部請願を読み上げた中にも、このメールの存在があったんですけれども、そのときは一言も間違っていたと

いう、そうした訂正もなかったわけですけれども、予算委員会の中ではこれは間違ってたというふうに訂正がござ

いました。その点は、教育長はこうした存在については知っておられたのかどうか、私はちょっとその点もお伺い

をしたいなと思っております。 

 

吉田教育長答弁  私がメールの存在を知ったのは、学校に開示請求がございまして、そして開示決

定が決まった日から、その後でございます。 

ですから、メールが送られた時点では知っておりませんし、開示決定の請求が出た時点でも知ってお

りませんし、それが開示決定された後にその情報を知ったということでございます。 

 

今井光子議員  もし、誤った情報ということであれば、そうした情報が開示されているということ自体が私は

非常に問題ではないかなというふうに思うわけですけども、その点についてはどんなふうに考えたらいいんでし

ょうか。知事、わかりますか。 

 

荒井知事答弁  私にとっては極めて問題だというふうに思います。 

 

 

全体活動に支障がでる広さの問題、仮設施設が早稲田大

学との協定に基づき実施されることをただす 
 

今井光子議員  それから、この前の委員会のやりとりのときに、教育長が校舎のほうも木造の仮設校舎建てれ

ないかということを課長に指示を出したと。ただ、コストの面と期間の面と大きさの面では断念せざるを得なかっ

たというふうにご答弁をしていただいてるわけですけれども、教室のほうは大きさのこと、もちろん全員入れなか

ったら大変ですが、体育館のほうが全員入れなくてもその点は問題ないというふうに思われたのか、そこを教育長

に再度質問させていただきたいと思います。 

 

吉田教育長答弁  使用停止にしたものを仮設で対応するということでございますので、仮設の大き

さも教室の仮設も廊下も含めれば非常にコンパクトになっておりますし、その建てる場所の面積にやは

り影響するわけでございますので、体育館の代替施設、仮設を建てる際にやはり運動場の、部活動も含
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めた、体育の授業も含めた影響もございますので、やはり面積は少し小さくなると、３分の２弱になる

ということを承知しながら計画は立てておりました。 

 

今井光子議員  そしたら、小さくなるということを最初から承知で建てられたということでご答弁いただい

たと思います。 

それで、このもう一つの資料の、先ほどの体育館の資料の横のところですね、奈良県と早稲田大学の基本協定書

に基づく調査・研究に関する契約書というのが平成３０年にございます。これは仮設施設の検討業務ということに

なっておりまして、もともと平成２０年に奈良県と早稲田大学が調査・研究を一緒にするという協定が結ばれてい

たというふうに思います。 

この木の問題については、私も大いに奈良の木を使うべきだという立場ですので、これを促進するということに

ついては大いに進めていったらいいと思ってるんですけれども、ここのところに実施責任者、それは、テーマは奈

良の木を使用した仮設施設検討業務として、実施責任者の甲が奈良県農林部奈良の木ブランド課、乙が理工学術院

古谷誠章教授というふうにここに書かれているわけですね。これに基づいて研究をした中身が恐らくこれだった

んだろうと思います。それはもう一つの契約書の横についてるドーム型の資料ですね、これだというふうに思いま

す。このところですが、一番下のところに１８の１０月１５日というふうに書いてまして、木のものが使えないか

というメールが送られたのが１０月１０日、その５日後という数字があります。 

その上に、もっと小さいんですが、８月７日という数字がございまして、このときには仮設施設検討事業という

ふうに書いてますので、体育館を想定したというふうにはこのテーマでは見られないんですけれども、設計してる

中身を見ますと、直接工事費の中に床が体育館仕様というふうになっておりますので、これはもうこの体育館を想

定した設計が８月７日の時点なのか１０月１５日の時点かわかりませんけれども、もうでき上がっていたという

ことになるのではないかというふうに思います。 

ですから、これは設計のほうにつきまして、建築設計業務委託契約書を見ますと、１９５６万９６００円という

金額が委託料になっておりますけれども、発注者が奈良県知事の名前、それから受注者が有限会社ナスカというふ

うになっておりまして、代表取締役が古谷誠章さんという、先ほどの奈良の、早稲田大学の基本協定の中で取り交

わしております乙に書かれております先生のお名前がここに出てくるということになっているわけですけれども、

このような設計に関して、なぜここのところにお願いするということになったのか、その辺の経緯がわかりました

らお伺いしたいと思います。 

 

荒井知事答弁  私は存じません。 

＊＊ 

吉田教育長答弁  私も８月７日のこの時点で体育館を想定されているということはないということ

は事実だと思います。１０月以降に体育館に転用できるかどうかといったことの検討に入っていたのも

事実でございますんで、そこら辺の詳細については、今、私知っておりませんのでお答えできません。 

 

今井光子議員  そしたら、８月７日というちょっとメモの存在、何かがよくわかりませんけれども、１０月１

５日となりました場合でも、１０月１０日にそういうものを使ってはどうかというメールが存在してると、その設

計のことを詳しくわかりませんが、たった５日間でこうしたものができるものなのか、ちょっとその辺が非常に疑

問なんですけれども、その辺のところは誰に聞いたらいいんでしょうか。市の関係はわかりませんか。市の関係、

誰もいない。農林、農林誰かわかりませんか。 

 それで言いますと、この金額が１億５８００万という設計工事費ということになっております。坪当たり約９

８．７万円という金額がここに示されているわけですけれども、実際今、体育館の広さで聞いておりますのが、横

が１８㍍ですか、それから長さが３８．２㍍、高さが９．５㍍ということで、このときの見積もりよりも一回り大

きいものが今、具体的につくられようと計画をされていると思うんですが、坪数でいいますと１２坪ふえますので

９８．７万円ですか、それで計算しますと１１８４万円のコストが高くなるのではないかというふうに推定される

わけです。 

先日聞きましたら２億円の予算が組まれていて、その範囲内で、１億９９００万円でおさまるんだということを

お伺いしたと思います。普通そんなにたくさん大きさが変わったら、当然超えるんじゃないかというふうになるわ

けですけれども、このあたりの見積もり、どういうふうになってるのか、このあたりのことどなたかわかりますか。

わからない。 

 わからないということですけれども、予定価格の結局９９．９５％でつくられるというようなことになっており

ますので、そんなふうにうまくいくのかなというような疑問を感じるわけでございます。 

 それから、この仮設の体育館を使ったほうが後で利用しやすくなるということを言われてるんですけれども、

今、奈良高校の子どもたちが置かれている状況は、本当に大変な思いをしながら毎日部活とか、それから学校生活

を送っているということが子どもたちからも校長先生宛ての要望書ということで出されているわけです。例えば

今、シャトルバスを出していただいてるんですけれども、３年生は郡山の場内に行く場合に定期がないためシャト

ルバスということなんですが、シャトルバスに乗れない日は自分で行かなきゃいけないと、そういうことでやめて
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しまった部員もいらっしゃるというようなことが書かれておりましたり、それから、荷物を置く場所がないという

ようなことで、大変大きな荷物を持っていかなくてはいけないと、本当にやりたい練習ができない、練習時間も短

くなったというようなことも書かれております。 

それから、帰宅時間が遅くなって体調の維持も大変だった、塾に間に合わず部活と勉強の両立が厳しかったと、

こういうような意見なども出ているわけですけれども、こういう子どもたちの声というのは知事のもとに届いて

いたかいなかったのか、その点は知事にお伺いしたいと思います。 

 

荒井知事答弁  小林議員が先日の本会議でご説明されましたので、そのとき存じ上げることになり

ました。 

 

今井光子議員  もともとイベント用に使うということで検討されてきた施設ですけれども、私はどこかで何

かに使ったことがあるのかということをこの間伺いましたら、初めて奈良高校の体育館でこういうのを使うんだ

というご説明をいただいたんですけれども、屋内でコンサートを聞いたりとか飲食をするとかいうようなことで

は、もともとそういうことを想定してつくられておりますけれども、本当に思いっきり体を動かしていろんなスポ

ーツをしたいという子どもたちが大勢で使うということに初めてのこういう施設が使われるということに、私は

大変、もし何かあったら大変じゃないかという心配をしているわけでございますけれども、そういうような心配と

いうのは教育長のほうはないんでしょうか。 

 

吉田教育長答弁  まず、原点に返っていただきたいと思うんです。まず、０．３未満の耐震の性能な

い建物に対しては使用停止をするんだと。子どもの命を守るためには使用停止をすべきだというふうな

判断がまずありきでございます。 

したがいまして、使用停止するものに対しては仮設の校舎あるいは仮設の体育館、これはやはり一定

の制限を受けてもやむを得ない。そのまま復元をするっていうことは、校舎に対しても体育館について

もできない話でございますので、とにかく仮設のものについては縮小せざるを得ないという状況の中で

いかに教育活動を充実させるかっていうことで、もちろんこの仮設の体育館とあわせて、近隣の体育館

も含めて、あるいは土日の対応も含めて、いろいろ教育委員会では教育活動の支障のないようにできる

限りの配慮、それから支援はしていきたいというふうに考えております。 

 

 

奈良高校の施設が耐震性に問題ありとされ、耐震化事業

が進められていたこととのかかわりをただす 
 

今井光子議員  こういうような設計がもう１０月の段階でできているということの上に立ちまして、いろい

ろと子どもたちが要望したり、奈良高校の校長先生からも教育長に対しまして、奈良高校耐震事業に関する要望と

いうことで、屋内運動場の耐震補強を早急に実施されたいというこうした要望なども、これは１２月の２８日に上

げられております。 

もともと柿本知事の時代から、この奈良高校の耐震性に問題があるということが指摘をされていたというふう

に思うんです。そして、何度もここの建てかえの話、また、体育館の耐震補強の話というのが出ていたにもかかわ

らずに放置をしたままで、今日こうした事態を迎えているわけでございますけれども、本当にここの先生の要望に

もございますけれども、奈良高校の場合、仮設建設物がその規模や機能において本校の屋内運動場の代替施設とな

り得るものか、運動場の一部を潰しての建設に値するものか疑義があっており、容認しがたいとの声が強いと。本

校平城移転までの３年以上の間、屋内運動場なしに代替施設の確保に委ねることは、本校教育に大きな支障にな

り、生徒への心理的影響も大きいものがありますというふうに書かれているわけです。 

そして、奈良高校の場合は勉強も、それから本校教育の期待は難関とされる大学への進学と全国大会を目指す部

活動を両立させることができることにあります。そのためには全学年そろっての練習の機会を保障することが不

可欠の条件となりますという、校長先生からのこうした要望も上がってきておりまして、そして本当に将来使わな

くなるからまた次に使えるということよりも、今の子どもたちの教育をどうやって守っていくのかということを、

やっぱり私は真剣に考えていただきたいなというふうに考えているわけです。 

そして、今、一部のところでいろんなうわさが出てるんですけれども、もうあそこの奈良高校は跡地、何かにな

ることに決まってるんじゃないかみたいな、そんな話も出てるんですけれども、リニアの駅になるんじゃないかみ

たいな意見なども出てるんですが、何かそういうような跡地のことについて考えておられるようなことがありま

したらお尋ねしたいと思います。 

 

荒井知事答弁  跡地で何かいい知恵がありましたら教えてください。何も知恵がありません。リニ
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アの駅になれば喜ばれるのであれば、それも一つかなと今聞いて思いましたけども、どうでしょうか。

そんなことはまだ自分では考えついておりません。何か変な質問されましたけど。 

 

今井光子議員  この体育館の問題につきましては、いろいろな面でやはり私は問題があるんじゃないかとい

うふうに思っております。 

そして、今日子どもたちが普通科がなくなるということで心配をしておりますし、実際、奈良県の若い高校生が

４０００人他府県に行って勉強してるいうような問題などもあるわけです。 

子どもの数が少なくなるということがずっと言われてきているんですけれども、この４０００人でいいますと、

９クラスの学校でいえば３．８校、８クラスでいえば４．３校、６クラスだったら５．３校分に当たるというよう

なことになりますので、今、県のほうはこの平城とそれから登美ヶ丘と西ノ京と、高校廃止をして２つの学校にす

るんだという、そして、平城のあいたところに奈良高校入れるということで進めていっておりますが、それにつき

まして私は、本当に今、奈良県の子どもたちにとってどういうことがいいのか、また、体育館につきましても耐震

補強でぜひしていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。 

 

 

 

橿原考古学研究所所長人事 

日本の考古学研究の第一人者が築き上げた橿原考古学研

究所を、さらに発展させていただきたい 
 
 今井光子議員  橿原考古学研究所の所長さんの任命についてお尋ねしたいというふうに思っております。 

 橿原考古学研究所の菅谷先生がご病気でお亡くなりになっておやめになられたということで、その後どうする

のかなということを私もちょっと気になっておりましたら、しばらく地域振興部長が兼務をされるということで、

やはり日本を代表する橿原考古学研究所の所長というのはやっぱりそれなりの方がふさわしいのではないかなと

いうふうに思っておりましたやさきに、青柳先生がご就任されるということを伺いましたので、実はご挨拶に伺っ

たんですけれども、たまたまそのときにいらっしゃらなかったということでもなく、余りお見えになってないとい

うことがわかったんです。そして、どれぐらい出勤されてるのかと聞きましたら、就任された日に１日出勤された

だけだということで聞きまして、いろいろお忙しいのでいろんな勤務の形態はあると思いますけれども、県は何

を、どのようなことをやっていただこうということでお願いをしたのか、そうしたことをお尋ねをしたいというふ

うに思います。 

 

荒井知事答弁  橿原考古学研究所のような立派な研究所の所長さんっていうのはどういう方であれ

ばいいのか、今の類型でいけば対外的な発信力があるような人がいいのか、事務所にへばりついて職員

を指示する人がいいのか、類型の話でありますので、どちらかっていうことに類型的には考えられるわ

けでございますけども、前所長の菅谷さんはすごく両方ともできたすばらしい人でございました。それ

以前は余り存じませんけども、どうかなと思うこともありましたけれども、どちらかに偏る傾向はあろ

うかと思いますが、今度の青柳さんの声望っていいますか評価を知っておられるかどうかわかりません

が、実力、考古学者でいらっしゃいますが、考古学者としての実力、それから、奈良とのゆかり、それと

今までの経歴などから言えばとてもすばらしい、すごい人だというふうに思いますし、よく青柳さんが

来ていただいたねと言われることが多いです。 

その中で青柳さん、世界の人気者でございますので、方々へ時間とられることも多いと思います。そ

のときに奈良県の橿原考古学研究所の所長ですということを言っていただくので、随分と奈良の橿原考

古学研究所の声望が、成果が上がることは確実だと思っております。 

 あと、事務所に張りついてっていいますか、事務所の業務も所長の責任でございますので、その業務

ができるかどうかっていうご懸念もおありになるようにお聞きいたしましたが、日常的な管理業務とい

うのにつきましては副所長が事務専門職の２人、これもすばらしい職責の人でございますけれども、職

務のできる方でございますけども、それがサポートするということでございます。所長として具体的に

やる管理業務っていうのはそんなに多くございません。そのような方でございますので、所長として役

目が果たせるかというご懸念については余り心配をしておらない状況でございますとともに、その声望、

評価からして、このような立派な人に来ていただいたことに大変うれしく感謝をしている状況でござい

ます。 

 

今井光子議員  大変立派な方が奈良県に来ていただいたということでございますけれども、県の職員という

ふうになるのか、どういうような条件で来ていただいてるのか、その辺はお伺いしたいと思います。 
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荒井知事答弁  橿原考古学研究所は県庁の組織でございますので、その所長でございます。県の非

常勤嘱託職員として特に日数の定めのない不定期勤務として雇っております。 

 

今井光子議員  私の手元に、委員会の委員その他特別職の職員の給与に関する条例というのと、それから規則

というのが手元にございまして、非常勤の規則の第６条というところに、非常勤の講師に関する報酬の額は１時間

当たり４３７０円を超えない範囲で任命権者が定めると、１日の報酬の額は３万４，９００円を限度とするとし、

費用弁償の額は行政職の本給与による７級の職務の級を定める場合は当該職務の級にある者が受ける旅費相当額

とするというような書き方で書いてございます。 

また、月額で定めることができるものということでは、予算の範囲内で任命権者が知事と協議して定める額とす

るということで書いてございまして、知事も任命権者もこの場合は同一でございますので、それについては何に基

づいてどんな形でされてるのかお尋ねしたいと思います。 

 

荒井知事答弁  今、委員ご指摘の条例第７条２項の附属機関の委員等の知事が規則で定めるという

規則にのっとって定めております。 

 

今井光子議員  そしたら、この範囲ということでしてるという理解でよろしいんでしょうか。月額でお支払い

になってるのか、日額でお支払いになってるのか、その点はいかがなんでしょうか。 

 

荒井知事答弁  担当に答えさせます。 

＊＊ 

山下地域振興部長答弁  規則で定めているというところでございまして、その今お問い合わせの内

容については情報公開の関係の条例に基づく個人に関する情報ということで、日額であるか月額である

かっていうこともお答えはできません。 

 

今井光子議員  公務員の給与ということになりますので、ちょっと情報公開の対象というのは納得できない

んですけれども、そういうルールということであればそういうことだと思っております。 

 橿原考古学研究所は昨年８０周年を迎えまして、この記念号もできているんですけれども、当初、末永先生など、

本当に日本の考古学を牽引してきた第一線の第一級の皆さんが築き上げてきたというふうに、私は橿原考古学研

究所のことを考えているわけでございまして、そうした築き上げてきたものをやっぱりさらに発展していいもの

になるようにということで、この青柳先生にもやはり奈良に来れるときは奈良に来ていただいて、地元の空気と

か、五感で感じる奈良というふうに言われておりますけれども、そうしたものも感じていただきながら、よりよい

橿考研になるようにしていただきたいなということを強く要望しておきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

付託議案への態度 
 

 

共産党は、県民の暮らしに目を向けない大型プロジェクト推進偏重の

「一般会計補正予算」、京奈和自動車道大和北道路など高規格・幹線

道路の建設促進、生活道路の整備には背を向ける「道路整備基本計画」

に反対。共産党以外の党・会派は「すべての議案に賛成」 
 
池田委員  自由民主党といたしましては、当委員会に付託を受けております全ての議案委に賛成をいたしま

す。 

奥山委員  自民党奈良も賛成でございます。 

佐藤委員  日本維新の会は託された議案に賛成いたします。 
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消費税増税盛り込んだ関係事業、公的施設の指定管理推進

の一般会計補正予算に反対。京奈和自動車道大和北道路の

建設推進の道路整備基本計画に反対 
 

今井光子議員  日本共産党は一般会計補正予算に反対します。消費税が引き上げられる直前に、県民の暮らし

が大変な中で、奈良県の予算はもっと県民目線に立ったものであるべきと考えております。一般会計補正予算で

は、奈良の食と農の魅力創造国際大学校実践オーベルジュ棟の指定管理制度が出ております。この４年間で５６０

０万円の赤字が出ており、１億５４００万円の委託料で採算がとれています。指定管理制度は民間に任せることが

適当な場合において行うものだという発言をいただきましたが、これでは民間の赤字の尻拭いをしている現状の

中で、同じ業者に任せるべきではないと考えますので、反対いたします。 

青少年健全育成に係る条例の一部改正はやむなしと考えますが、インターネットを使った犯罪はこれから次々

新たなものが出てくることが想定されます。子どもを守るには罰則強化だけではなく、教育的な観点で子どもを見

守ることが必要と考えます。 

奈良県道路整備基本計画は、切実な歩道の整備は後回しで、世界遺産を破壊するおそれのある京奈和自動車道大

和北ルートの建設を進める、こうした計画になっておりますので反対をいたします。 

 

尾﨑委員  新政ならは全ての議案に賛成をいたします。 

浦西委員  創生奈良も全ての議案に賛成をさせていただきます。 

大国副委員長  公明党も付託されました全議案に賛成をいたします。 

 

 

（了） 

 


